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⑴

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
の
法
規
定

一
九
七
五
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
は
そ
の
第
二
四
条
に
お
い
て
中
止
犯
を
定
め
て
い
る

第
二
四
条
（
中
止
犯
）

①

任
意
に
行
為
の
以
後
の
遂
行
を
放
棄
し
、
又
は
そ
の
既
遂
を
妨
げ
た
者
は
、
未
遂
犯
と
し
て
は
罰
し
な
い
。
行
為
が
中
止
者
の
関

与
が
な
く
て
も
既
遂
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
、
中
止
者
が
任
意
に
且
つ
真
摯
に
所
為
の
既
遂
を
妨
げ
る
よ
う
に
努
め
た
と
き
は
不
処

罰
で
あ
る
。

②

数
人
の
者
が
所
為
に
関
与
し
て
い
る
と
き
は
、
任
意
に
既
遂
を
妨
げ
た
者
は
、
未
遂
犯
と
し
て
は
罰
し
な
い
。
た
だ
し
、
行
為
が
、

そ
の
者
の
関
与
が
な
く
と
も
既
遂
に
達
し
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
そ
の
者
の
以
前
の
行
為
へ
の
加
功
と
は
関
係
な
く
遂
行
さ
れ
た
と

き
は
、
所
為
の
既
遂
を
妨
げ
る
た
め
の
任
意
且
つ
真
摯
な
努
力
が
あ
れ
ば
そ
の
不
処
罰
に
と
っ
て
充
分
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
は
中
止
未
遂
の
基
本
形
態
で
あ
る
未
終
了
未
遂
の
中
止
と
終
了
未
遂
の
中
止
を
定
め
、
前
者
に

は
「
放
棄
」
を
、
後
者
に
は
「
妨
げ
」
を
要
求
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
任
意
性
」
が
必
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
「
未
遂
犯
と
し

て
は
罰
し
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
未
遂
に
含
ま
れ
て
い
る
他
の
既
遂
罪
、
例
え
ば
、
殺
人
の
故
意
で
行
為
に
出
た
が
、
任
意

で
中
止
し
た
と
き
、
殺
人
罪
に
つ
い
て
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
が
、
傷
害
が
生
じ
て
い
る
と
き
、
傷
害
罪
で
処
罰
さ
れ
う
る
（
加
重
的
未

遂
。Q

u
a
lifizierter

V
ersu
ch

）。
わ
が
国
の
刑
法
で
は
、
傷
害
は
殺
人
未
遂
に
吸
収
さ
れ
て
、
傷
害
罪
が
別
個
に
成
立
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
わ
が
国
と
は
異
な
り
、
中
止
未
遂
は
必
要
的
不
処
罰
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
以
前
か
ら
様
々
な
見

解
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
七
五
年
の
刑
法
全
面
改
正
後
も
、
そ
の
状
況
に
変
化
は
な
い
が
、
法
律
説
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
だ

１
）

ろ
う
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
中
止
未
遂
は
体
系
的
に
は
一
身
的
刑
罰
消
滅
事
由
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
中
止
行
為
に
よ
っ
て
、
未
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遂
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
、
責
任
に
変
化
が
生
ず
る
も
の
で
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で

２
）

あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
は
そ
の
第
一
六
条
に
お
い
て
中
止
犯
を
定
め
て
い
る
。

第
一
六
条
（
中
止
犯
）

①

行
為
者
が
任
意
に
実
行
を
放
棄
し
た
場
合
、
又
は
、
数
人
が
こ
れ
に
関
与
し
た
と
き
は
任
意
に
実
行
を
阻
止
し
た
場
合
、
又
は
行

為
者
が
任
意
に
結
果
を
回
避
し
た
場
合
に
は
、
行
為
者
は
、
未
遂
犯
又
は
未
遂
へ
の
関
与
行
為
の
故
を
も
っ
て
は
罰
し
な
い
。

②

行
為
者
の
関
与
な
し
に
実
行
行
為
又
は
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
が
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
任
意
に
且

つ
真
摯
に
実
行
行
為
を
阻
止
し
又
は
回
避
す
る
よ
う
努
力
し
た
場
合
に
も
、
行
為
者
は
罰
し
な
い
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
六
条
第
一
項
は
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
の
単
独
正
犯
が
不
処
罰
に
な
る
場
合
と
複
数
の
行
為
者
の
未
遂
関

与
が
不
処
罰
に
な
る
場
合
の
三
種
類
の
中
止
犯
を
定
め
て
い
る
。
中
止
犯
は
必
要
的
不
処
罰
で
あ
り
、
通
説
は
こ
れ
を
一
身
的
刑
罰
消
滅

事
由
と
解
し
て
い
る
。
同
第
二
項
は
不
能
未
遂
の
場
合
に
も
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
と
同
じ
く
、
い
わ
ゆ
る
加
重
未
遂

は
処
罰
さ
れ
う
る
。
中
止
犯
を
不
処
罰
と
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
褒
賞
説
や
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
減
少
説
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
法
的
平

和
の
攪
乱
が
行
為
者
自
身
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
た
の
で
、
一
般
予
防
、
特
別
予
防
の
理
由
か
ら
処
罰
す
る
理
由
は
な
い
と
説
く
刑
罰
目
的

説
が
通
説
で

３
）

あ
る
。

ス
イ
ス
刑
法
は
そ
の
第
二
三
条
に
お
い
て
中
止
犯
を
定
め
て
い
る
。

第
二
三
条
（
中
止
犯
と
行
為
に
よ
る
悔
悟
）
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①

行
為
者
が
自
発
的
に
（a

u
s
eig
en
em
A
n
trieb

）
可
罰
的
行
為
を
終
了
さ
せ
な
い
か
、
所
為
の
既
遂
を
阻
止
す
る
た
め
の
寄
与
を

す
る
と
き
、
裁
判
所
は
刑
を
減
軽
又
は
刑
を
免
除
で
き
る
。

②

複
数
の
正
犯
者
又
は
共
犯
者
が
一
個
の
所
為
に
関
与
す
る
と
き
、
裁
判
所
は
、
所
為
が
既
遂
に
至
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
に
自
発

的
に
寄
与
す
る
者
に
対
す
る
刑
を
減
軽
又
は
刑
を
免
除
で
き
る
。

③

正
犯
者
又
は
共
犯
者
の
中
止
が
所
為
の
既
遂
を
阻
止
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
別
の
理
由
か
ら
既
遂
に
至
ら
な
か
っ
た
と
き
も
、

裁
判
所
は
刑
を
減
軽
又
は
刑
を
免
除
で
き
る
。

④

複
数
の
正
犯
者
又
は
共
犯
者
の
一
人
が
、
自
発
的
に
、
所
為
が
既
遂
に
至
る
の
を
阻
止
す
る
真
摯
な
努
力
を
す
る
と
き
、
所
為
が

こ
の
者
の
所
為
寄
与
と
関
係
な
く
行
わ
れ
る
と
き
、
裁
判
所
は
刑
を
減
軽
又
は
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ス
イ
ス
刑
法
は
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
を
中
止
犯
、
終
了
未
遂
の
中
止
を
行
為
に
よ
る
悔
悟
（T

a
tig
e
R
eu
e

）
と
表
現
し
て
い
る
。
ス

イ
ス
刑
法
で
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
と
は
異
な
り
、
刑
罰
の
任
意
的
減
軽
又
は
免
除
が
認
め
ら
れ

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
そ
の
実
践
的
意
義
が
か
な
り
失
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ

４
）

れ
る
。
中
止
犯
の
根
拠
と
し
て
は
、
法
律
説
は
も
は
や
今

日
的
意
味
を
失
い
、
事
例
ご
と
に
黄
金
の
架
け
橋
説
を
含
め
た
諸
説
が
柔
軟
に
用
い
ら
れ
て

５
）

い
る
。
通
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、「
自
発
的
に
」

と
い
う
要
件
で
は
、
動
機
の
質
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
を
恐
れ
て
や
め
る
と
い
う
場
合
で
も
認
め
ら
れ
る

が
、
刑
の
減
軽
（
一
身
的
刑
罰
減
軽
事
由
）
か
刑
の
免
除
（
一
身
的
刑
罰
消
滅
事
由
）
か
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
中
止
動
機
の
倫
理
的

性
質
が
尊
敬
に
値
す
る
か
否
か
が
重
要
な
意
味
を
有

６
）

す
る
。
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⑵

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
に
お
け
る
議
論
状
況

中
止
未
遂
が
障
害
未
遂
に
比
し
て
寛
大
な
扱
い
を
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
大
雑
把
に
見
る
と
、

次
の
と
お
り
で

７
）

あ
る
。

ａ

法
律
説（R

ech
tsth
eo
rien

）。
最
も
古
く
、
中
止
犯
に
特
典
を
賦
与
す
る
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
法
律
説
は
、
未
遂

犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
に
つ
き
法
的
障
害
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
所
為
自
体
（
今
日
の
用
語
で
は
構
成
要

件
該
当
性
と
違
法
性
）
が
消
滅
し
、
当
然
、
法
的
処
罰
障
害
が
生
ず
る
と
説
く
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
で
は
、
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
、
法
律

に
外
面
的
に
矛
盾
す
る
行
為
も
行
為
者
の
犯
罪
既
遂
に
向
け
ら
れ
た
悪
意
も
「
遡
っ
て
」
消
滅
す
る
と
か
（
ツ
ァ
ハ

８
）

リ
エ
）、
ま
し
て
や
、

未
遂
と
中
止
は
一
体
を
な
す
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
任
意
に
既
遂
を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
で
、「
害
悪
の
あ
る
結
果
へ
の
原
因
」が
、
し
た

が
っ
て
、
違
法
性
が
除
去
さ
れ
る
（
ビ
ン
デ
イ

９
）

ン
グ
）
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
で
も
、
改
正
前
刑
法
に
つ

い
て
、
刑
罰
消
滅
事
由
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
任
意
の
中
止
を
「
未
遂
の
消
極
的
概
念
要
素
」
と
解
す
る
説
も
あ
っ
た
。
任
意
の
中

止
の
場
合
、
可
罰
的
未
遂
が
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
い
、
未
遂
は
遡
っ
て
取
り
消
さ
れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
旧
刑
法
に
は

中
止
未
遂
の
明
文
の
規
定
が
な
く
、
そ
の
第
八
条
第
一
項
が
未
遂
犯
に
つ
い
て
、「
犯
罪
の
完
遂
が
無
力
、
他
人
に
よ
る
妨
害
の
発
生
又
は

偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
な
か

10
）

っ
た
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
形
式
論
理
的
に
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
未
遂
は

お
よ
そ
存
在
し
な
い
と
推
論
さ
れ
た
の
で

11
）

あ
る
。

た
し
か
に
、
法
律
説
は
適
切
に
も
未
遂
と
中
止
の
相
互
依
存
関
係
を
指
摘
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
未
遂
犯
と
中
止
犯
が
一

体
を
な
す
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
外
的
及
び
内
的
事
象
そ
れ
自
体
を
「
遡
っ
て
消
滅
さ
せ
る
」
と
か
世
界
か
ら
払
拭
で
き
る
と
か
云
う
こ
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と
は
あ
り
え
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
未
遂
に
中
止
が
後
続
す
る
に
せ
よ
、
未
遂
は
未
遂
で
あ
り
。
勿
論
、「
全
体
的
考
察
」
か
ら
す
る
と
、

ビ
ン
デ
イ
ン
グ
が
説
く
よ
う
に
、
法
律
論
理
と
し
て
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
行
為

者
が
傷
つ
い
た
被
害
者
を
犯
行
後
救
う
場
合
、
ま
っ
た
く
違
法
な
殺
人
未
遂
と
見
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
規
範
的
に
見
て

説
得
力
に
乏
し
い
。
と
り
わ
け
、
共
犯
に
及
ぼ
す
不
公
平
な
影
響
と
い
っ
た
点
か
ら
も
不
法
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
行
為
者
が
任
意
に
中
止
し
た
場
合
、
正
犯
に
不
法
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
教
唆
犯
や
幇
助
犯
も
不
処
罰
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

る
と
い
う
不
当
な
帰
結
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
直
接
行
為
者
の
不
処
罰
が
、
自
ら
は
中
止
し
な
か
っ
た
し
、
そ
の
つ
も
り
も
無
か
っ
た

外
部
の
者
の
有
利
に
働
く
べ
き
な
の
か
、
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
、
一
人
の
共
同
加
担
者
の
中
止
が
他
の
共
犯
者
の
関
与

を
不
処
罰
に
し
う
る
な
ら
、
そ
れ
は
刑
法
第
二
四
条
第
二
項
に
反
す
る
と
批
判
さ
れ
る
の
で

12
）

あ
る
。

ｂ

黄
金
の
架
け
橋
説
（T

h
eo
rie
d
er
” g
o
ld
en
en
B
ru
ck
e“

）。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に

13
）

遡
り
、
一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
施

行
後
、
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
展
開
さ

14
）

れ
た
「
撤
退
の
た
め
の
黄
金
の
橋
を
架
け
る
」
と
い
う
黄
金
の
架
け
橋
説
は
、「
刑
事
政
策
説
（d

ie

k
rim
in
a
lp
o
litisch

e
T
h
eo
rie

）」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
基
本
思
想
は
、
犯
罪
を
既
遂
を
前
に
し
て
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
に
は

行
為
者
に
刺
激
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
黄
金
の
架
け
橋
」と
い
う
刺
激
は
、
任
意
に
中
止
す
れ
ば
未
遂
は
処

罰
さ
れ
な
い
と
い
う
約
束
で
あ
る
。
未
遂
の
可
罰
性
を
「
遡
っ
て
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、
世
界
か
ら
な
く
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
が
、「
そ
れ
で
も
、
立
法
者
は
刑
事
政
策
的
根
拠
か
ら
既
に
犯
罪
を
犯
し
た
行
為
者
に
退
却
の
た
め
の
黄
金
の
架
け
橋
を
建
て
る
こ

と
は
で
き

15
）

る
」
と
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
で
は
、刑
罰
目
的
説
や
褒
賞
説
な
い
し
恩
恵
説
の
思
考
も
混
じ
っ
て
い
る
が
、黄
金
の
架
け
橋
説
が
支
配
的
だ
っ
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た
。
行
為
者
に
「
で
き
る
だ
け
長
く
…
…
放
棄
へ
向
け
て
の
刺
激
を
与
え
、
こ
の
途
上
で
犯
行
の
既
遂
に
伴
う
危
険
を
防
止
す
る
」
こ
と

が
中
止
犯
規
定
の
目
的
で
あ
る

16
）

と
か
、「
犯
罪
計
画
か
ら
撤
退
す
る
た
め
に
い
わ
ば
『
黄
金
の
橋
を
建
て
る
』」
と
説
示
さ
れ
て

17
）

い
る
。
連

邦
通
常
裁
判
所
も
、
そ
の
初
期
の
判
例
に
お
い
て
、
任
意
の
中
止
に
あ
っ
て
は
贖
罪
の
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
と
並
ん
で
、「
切
迫
す
る
損

害
を
回
避
す
る
こ
と
に
役
立
つ
行
為
者
の
行
為
が
促
進
さ
れ
る
」
と
説
示
し
て

18
）

い
る
。

黄
金
の
架
け
橋
説
は
、
今
日
で
も
主
張
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
説
い
て
い
た
よ
う
に
、「
消
極
的
」形
で

の
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、「
国
が
人
に
そ
の
既
に
開
始
さ
れ
た
犯
行
に
つ
い
て
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
な
く
後

悔
さ
せ
る
な
ら
、
国
は
い
わ
ば
犯
罪
を
既
遂
へ
と
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
未
遂
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
た
不
幸
者
は
、
悔

悟
に
よ
っ
て
得
る
べ
き
何
も
大
き
な
も
の
も
も
っ
て
い
な
い
し
、
所
為
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
う
べ
き
何
も
重
要
な
も
の
も

も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
の
道
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
論
じ
て

19
）

い
た
。
今
日
、
本
説
は
被
害
者
保
護
の
思
想
と
結
合
さ
れ
て
根
拠

付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
プ
ッ
ペ
は
、「
被
害
者
救
済
の
た
め
に
…
…
行
為
者
に
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の『
黄
金
の
架
け
橋
』を
建
て
、

で
き
る
だ
け
長
く
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
不
処
罰
に
す
る
と
い
う
制
度
が
行
為
者
を
結
果
阻
止
へ
と
動
機
付
け
る
適
切
な
手
段

と
は
ほ
と
ん
ど
い
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
未
遂
に
よ
っ
て
行
為
者
の
可
罰
性
が
終
局
的
に
確
定
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
心
理
的
障
害
が
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
」
と
論

20
）

ず
る
。
そ
の
弟
子
の
ヴ
ァ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
被
害
者
保
護
の

観
点
を
徹
底
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
行
為
者
の
側
面
と
被
害
者
の
側
面
が
異
な
っ
た
結
果
を
導
く
場
合
、
被
害
者
思
想
が
優
先

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
中
止
を
評
価
し
、
資
格
を
認
め
る
基
礎
と
し
て
行
為
者
の
行
為
を
捉
え
る
の
は
「
行
き
詰
ま
り
」
に
な
っ
て
い
る

か
ら
、
被
害
者
論
拠
が
援
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
の
刑
罰
請
求
権
が
被
害
者
の
利
益
に
反
す
る
限
り
、
こ
の
刑
罰
請
求
権
は
引
っ
込

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
個
別
の
事
件
の
被
害
者
の
利
益
、
必
要
事
と
い
う
観
点
か
ら
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
行
為
者
は
侵
害
さ
れ
る
法
益
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に
対
す
る
危
険
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
行
為
者
の
た
め
に
建
て
ら
れ
る
べ
き『
黄
金
の
架
け
橋
』

と
い
う
観
念
は
、
行
為
者
が
決
し
て
重
要
な
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
構
想
の
歪
曲
で
あ

21
）

る
」
と
。

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
に
も
被
害
者
保
護
の
観
点
を
考
慮
す
る
判
例
が
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
被
害
者
と
の
か
か
わ
り
を
止
め
る

だ
け
で
不
処
罰
と
さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
意
味
が
あ
る
と
説
示
し
て
い
る
の
で
、
被
害
者
保
護
の
観

点
を
未
終
了
未
遂
の
中
止
に
限
定
し
て
、
し
か
も
中
止
犯
規
定
を
基
礎
付
け
る
部
分
側
面
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で

22
）

あ
る
。

た
し
か
に
、
中
止
に
よ
っ
て
不
処
罰
と
さ
れ
る
こ
と
が
行
為
者
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か

し
、
黄
金
の
架
け
橋
説
に
は
、
様
々
な
欠
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
先
ず
、
中
止
の
基
礎
と
な
る
べ
き
動
機
が
実
際
に
は
生
じ
な
い
と
い
う
批

判
で

23
）

あ
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
や
連
邦
裁
判
所
の
判
例
を
見
て
も
、
行
為
者
が
不
処
罰
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
未
遂
を
中
止
し
た
例

は
見
当
た
ら

24
）

な
い
。
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
た
い
て
い
の
場
合
、
行
為
者
は
未
遂
に
あ
っ
て
法
律
効
果
の
こ
と
を
必
ず
し
も
考
え
て
い
な

い
と
説
示
し
て
黄
金
の
架
け
橋
説
か
ら
離
れ
た
の
で

25
）

あ
る
。
黄
金
の
架
け
橋
説
が
前
提
と
す
る
、
比
較
衡
量
す
る
合
理
的
行
為
者
と
い
う

の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
発
見
の
虞
な
く
犯
行
を
危
険
を
冒
す
こ
と
な
く
既
遂
ま
で
敢
行
し
う
る
が
、
任

意
に
中
止
す
る
と
い
う
模
範
的
行
為
者
に
つ
い
て
云
え
ば
、
こ
の
者
に
そ
も
そ
も
不
処
罰
に
し
て
も
ら
う
た
め
の
誘
因
と
い
う
も
の
が
な

い
と
云
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
殺
人
の
禁
止
規
範
に
違
反
し
て
敢
え
て
殺
人
行
為
に
出
た
者
が
、
中
止
未
遂
が
不
処
罰
で
あ

る
こ
と
を
見
越
し
て
行
為
を
止
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
し
、
又
、
既
遂
に
い
た
っ
て
も
発
見
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
し
た
が
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
考
え
る
か
ら
で

26
）

あ
る
。
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そ
も
そ
も
未
遂
の
可
罰
性
や
着
手
時
期
、
中
止
の
効
果
に
関
す
る
知
識
が
素
人
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が

27
）

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

行
為
者
｜

被
害
者
｜

和
解
に
よ
る
被
害
者
保
護
、
原
状
回
復
の
諸
規
定
（
刑
法
第
四
六
条
ａ
、
刑
訴
法
第
一
五
三
条
ａ
第
一
項
第
五

号
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
〇
条
第
一
項
第
七
号
）
と
か
行
為
に
よ
る
悔
悟
の
諸
規
定
（
刑
法
第
八
三
条
ａ
、
第
一
四
九
条
第
二
項
、
第
三

項
等
）
が
呼
び
か
け
機
能
を
有
し
て
お
り
、
同
様
に
、
刑
法
第
二
四
条
は
損
害
を
防
ぎ
、
原
状
回
復
を
す
る
行
為
態
様
を
促
す
積
極
的
規

定
と
し
て
社
会
倫
理
的
に
定
着
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が

28
）

あ
る
。
し
か
し
、
行
為
者
｜

被
害
者
｜

和
解
は
結
果
発
生
後
の
被

害
者
へ
の
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
行
為
に
よ
る
悔
悟
で
も
既
遂
後
の
行
為
者
の
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
と
中
止
犯
規
定
を
対
比
す
る
の
は
適
当
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ

29
）

れ
る
。
も
っ
と
も
、
一
般
に
、
適
宜
に
犯
罪
行
為
を
中
止
す
れ
ば
寛
大

に
扱
っ
て
く
れ
る
と
い
う
素
人
的
感
覚
が
あ
る
と
は
云
え
よ
う
が
、
そ
う
い
う
説
明
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
で
は

せ
い
ぜ
い
減
軽
は
説
明
で
き
る
が
、
不
処
罰
の
説
明
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
発
見
の
虞
な
く
任
意
に
中
止
し
、
し
た
が
っ

て
、
刑
事
訴
追
の
可
能
性
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
な
い
者
は
寛
大
さ
を
当
て
に
す
る
必
要
は

30
）

な
い
。

本
説
は
、
仮
に
そ
の
心
理
学
的
前
提
要
件
が
仮
に
正
し
い
と
し
て
も
、
任
意
性
規
準
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
と
も
批
判
さ
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
他
で
も
な
く
、
行
為
者
が
、
発
見
さ
れ
た
と
気
づ
い
た
が
、
そ
れ
で
も
既
遂
に
至
ら
し
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
後
に
逮
捕

さ
れ
る
の
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
場
合
、
不
処
罰
が
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
要
件
の
実
現
を
思
い
と
ど

ま
る
強
力
な
動
機
が
生
じ
う
る
が
、
他
方
、
い
ず
れ
に
し
て
も
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
既
遂
へ
の
動
機
付
け
が
生
じ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
未
遂
に
つ
い
て
は
今
日
一
般
に
中
止
の
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
を
大
事
に
す
る
黄
金
の
架
け

橋
を
行
為
者
の
中
止
の
た
め
建
設
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
非
任
意
的
中
止
も
不
処
罰
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
う

わ
け
に
は
行
か
な
い
。
さ
ら
に
、
黄
金
の
架
け
橋
説
は
両
面
価
値
的
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
行
為
者
に
約
束
さ
れ
る

未遂犯と中止犯 ⑹

北研49(2・91)381



不
処
罰
に
よ
っ
て
被
害
者
は
大
事
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
い
つ
で
も
不
処
罰
と
い
う
効
果
を
伴
っ
て
窮
地
を
脱
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
行
為
者
を
未
遂
、
場
合
に
よ
っ
て
は
既
遂
へ
と
刺
激
し
か
ね
な
い
こ
と
に

31
）

な
る
。

最
後
に
、
橋
を
架
け
て
退
却
の
道
を
設
け
な
く
と
も
結
果
の
発
生
し
な
い
不
能
未
遂
に
つ
い
て
、
黄
金
の
架
け
橋
説
で
は
そ
の
可
罰
性

が
説
明
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
さ

32
）

れ
る
。

結
局
、
黄
金
の
架
け
橋
説
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
主
張
の
限
度
で
、
つ
ま
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
処
罰
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
で

行
為
者
に
退
却
へ
の
道
を
遮
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
限
度
で
適
切
で
あ
る
と
云
え

33
）

よ
う
。

ｃ

褒
賞
、
恩
恵
な
い
し
称
賛
説
（D
ie
P
ra
m
ien
-,
G
n
a
d
en
-
b
zw
.
V
erd
ien
stlich

k
eitsth

eo
rie

）。
褒
賞
説
は
、
恩
恵
説
と
も

称
賛
説
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
黄
金
の
架
け
橋
説
と
は
異
な
り
、
心
理
学
的
仮
定
や
擬
制
を
避
け
る
こ
と
か
ら
出
立

34
）

す
る
。
ボ
ッ

ケ
ル
マ
ン
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
遡
る
伝
統
を
引
き
合
い
に
出
し
、
行
為
者
は
自
分
に
向
け
ら
れ
る
責
任
非
難
の
重
さ
を
一

定
程
度
ま
で
少
な
く
と
も
称
賛
に
値
す
る
行
為
に
よ
っ
て
釣
り
合
い
を
取
る
こ
と
で
相
殺
す
る
、
し
た
が
っ
て
、「
行
為
者
を
刑
罰
で
煩
わ

せ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
恩
恵
を
与
え
る
」
の
が
適
切
で
あ
る
、
行
為
者
の
称
賛
に
値
す
る
、
報
い
ら
れ
る
べ
き
行
為
と
い
う
の
は
、
未

終
了
未
遂
で
は
可
罰
的
行
為
の
実
行
の
任
意
の
放
棄
で
あ
り
、終
了
未
遂
で
は
結
果
発
生
の
任
意
の
阻
止
で
あ
る
と
論

35
）

ず
る
。イ
エ
シ
ェ
ッ

ク
と
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
は
、
任
意
の
中
止
に
あ
っ
て
は
、「
社
会
に
お
い
て
行
為
者
の
所
為
が
与
え
る
法
を
動
揺
さ
せ
る
印
象
が
部
分
的
に
消

滅
す
る
の
で
、
寛
大
な
処
置
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
行
為
者
は
未
遂
の
不
法
を
称
賛
に
値
す
る
行
為
と
い
う
つ
り
あ
い
錘
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
調
整
し
て
い
る
と
い

36
）

え
る
」と
論
ず
る
。
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
も
、「
法
律
は
任
意
に
選
択
さ
れ
た
中
止
が
称
賛
に
値
す
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る
こ
と
を
不
処
罰
で
報
い
る
」
と
表
現
し
て

37
）

い
る
。

本
説
は
、
た
し
か
に
、
失
効
未
遂
が
初
め
か
ら
中
止
犯
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
、
中
止
犯
規
定
が
任
意
の
行
為
を
前
提
と
し
て
い

る
こ
と
を
説
明
で
き
る
も

38
）

の
の
、
し
か
し
、
任
意
の
中
止
が
不
処
罰
で
「
報
わ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
法
文
の
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
と

し
て
批
判
さ
れ
る
。
本
来
の
問
い
は
任
意
の
中
止
が
不
処
罰
で
報
わ
れ
る
理
由
は
何
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
褒
賞
説
は
不
処
罰
の
正
当
化

根
拠
を
挙
げ
て
い

39
）

な
い
。
そ
も
そ
も
寛
大
な
処
置
を
と
り
、
そ
れ
自
体
可
罰
的
行
為
に
初
め
か
ら
恩
恵
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

立
法
者
の
任
務
で

40
）

な
い
。
さ
ら
に
、
刑
法
の
目
的
は
犯
罪
者
に
褒
賞
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
犯
罪
者
が
法
的
に
当

然
果
た
す
べ
き
責
任
を
果
た
す
と
い
う
点
に
関
し
て
、
何
が
称
賛
に
値
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
立
て
ら
れ
よ
う
が

41
）

な
い
。「
恩
恵
」と
い

う
観
点
は
、
未
遂
行
為
が
違
法
、
有
責
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
こ
と
の
証
明
で
あ
り
、
犯
罪
成
立
要
件
を
充
足
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
不
処
罰
と
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
が
欠
如
し
て

42
）

い
る
。
実
際
、
褒
賞
説
論
者
も
多
か
れ

少
な
か
れ
刑
罰
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
責
任
非
難
の
減
少
を
指
摘
し
、
行
為
者
の
再
犯
を
予
期
す
る
に
及
ば
な
い
と

の
希
望
を
指
摘

43
）

す
る
。
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
は
、
任
意
の
中
止
者
は
犯
行
の「
法
を
動
揺
さ
せ
る
印
象
」を
消
滅
さ
せ
て
い
る
と
論

44
）

ず
る
。
ヴ
ェ
ッ

セ
ル
ス
は
、「
結
果
発
生
の
阻
止
を
伴
う
合
法
性
へ
の
復
帰
が
未
遂
の
不
法
と
一
般
の
人
々
の
法
意
識
に
与
え
る
行
為
者
の
消
極
的
影
響
を

部
分
的
に
相
殺
し
、
し
た
が
っ
て
、
要
罰
性
が
否
定
さ
れ
う
る
」と
論

45
）

ず
る
。
結
局
、
褒
賞
説
は
刑
罰
目
的
説
の
痕
跡
を
有
す
る
説
で
あ
っ

て
、
独
立
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生

46
）

ず
る
。

褒
賞
説
類
似
の
説
に
イ
エ
ガ
ー
の
行
為
者
に
帰
属
可
能
な
法
益
危
殆
化
の
反
転
説
（D

ie
d
em
T
a
ter
zu
rech

en
b
a
re
U
m
k
eh
r
d
er

R
ech
tsg
u
tsg
efa
h
rd
u
n
g

）
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
止
犯
と
い
う
の
は
、
先
行
し
た
未
遂
の
不
法
、
責
任
と
は
関
係
の
な
い
独
自
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の
「
不
処
罰
構
成
要
件
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
積
極
的
事
後
行
為
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
積
極
的
事
後
行
為
は
帰
属
可
能
な
、
危
殆
化
を

反
転
さ
せ
る
試
み
で
あ
る
。
行
為
者
は
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
危
殆
化
を
除
去
す
る
。
危
殆
化
か
ら
の
反
転
に
必
要
な
要
件
は
、
危
殆
化
が

現
実
に
存
在
す
る
の
か
行
為
者
の
観
念
に
の
み
存
在
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
中
止
に
よ
っ
て
、
未
遂
か
ら
惹
起
さ
れ
た
危
殆
化
が
除

去
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
未
遂
か
ら
そ
の
効
果
を
奪
っ
た
事
は
行
為
者
の
功
績
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
中
止
行
為
は
そ
れ

ぞ
れ
の
危
殆
化
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
は
、
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
を
定
め
る
こ
と
で
、
行
為
者
に
帰

属
可
能
な
危
殆
化
の
反
転
に
報
い
て
い
る
。
刑
罰
を
免
れ
さ
せ
る
行
為
に
は
基
本
的
に
刑
罰
を
基
礎
付
け
る
行
為
と
異
な
っ
た
こ
と
が
妥

当
し
う
る
も
の
で
な
く
、
中
止
は
一
般
的
未
遂
理
論
の
あ
ら
ゆ
る
帰
属
要
素
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、「
危
殆
化
の
反
転
｜

結
果
」は
中

止
者
に
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
帰
属
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
的
帰
属
可
能
性
は
中
止
の
任
意
性
を
通
っ
て
現
れ

47
）

る
と
。
本

説
に
は
、
先
ず
、「
不
処
罰
構
成
要
件
」な
る
も
の
は
未
遂
の
可
罰
性
を
消
滅
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
未
遂
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生

48
）

ず
る
。
さ
ら
に
、
危
殆
化
の
反
転
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
規
準
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
よ
う
と
、

た
し
か
に
、
中
止
者
の
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
功
績
が
不
処
罰
に
繫
が
る
の
か
と
い
う
問
い
に
は
、
イ
エ
ー
ガ
ー
も
刑
罰
理

論
に
依
拠
す
る
。
行
為
者
は
、
具
体
的
に
生
じ
て
い
る
危
殆
化
を
引
き
返
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
は
、
危
殆
化
が
実
際
に
は
生
じ
て

い
な
い
限
り
、
引
き
返
し
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
信
用
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
て
い

49
）

る
と
。

ｄ

刑
罰
目
的
指
向
説
（S

tra
fzw
eck
o
rien
tierte

T
h
eo
rien

）。
本
説
は
、
一
般
予
防
や
特
別
予
防
、
責
任
調
整
が
処
罰
を
要
求
し

な
い
と
説
明
す
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。「
行
為
者
が
開
始
さ
れ
た
未
遂
を
任
意
に
止
め
る
と
き
、

そ
こ
に
、
犯
罪
意
思
が
、
所
為
の
実
行
に
必
要
と
さ
れ
る
ほ
ど
強
く
は
無
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
未
遂
に
当
初
現
れ
た
行
為
者
の
危
険

性
が
、
後
に
な
っ
て
、
か
な
り
弱
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
未
遂
に
先
ず
現
れ
た
行
為
者
の
危
険
性
は
、
事
後
に
な
っ
て
、
著
し
く
低
か
っ
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た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
刑
法
は
『
未
遂
そ
れ
自
体
』
を
処
罰
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
と
い
う
の
は
、
行
為
者
の
再
犯
を
防

止
し
た
り
、
他
人
を
威
嚇
し
た
り
、
侵
害
さ
れ
た
法
秩
序
を

復
す
る
た
め
に
、
刑
を
科
す
る
必
要
は
も
は
や
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら

で
あ
る
」。
刑
法
は
、
行
為
者
が
適
時
に
放
棄
し
た
そ
の
犯
罪
の
決
意
を
行
為
者
に
帰
属
さ
せ
ず
、
未
遂
行
為
に
よ
っ
て
他
の
可
罰
的
行
為

の
構
成
要
件
を
完
全
に
充
足
し
た
場
合
に
の
み
行
為
者
を
罰
す
る
と
き
の
方
が
、
刑
法
は
と
り
わ
け
特
別
予
防
の
目
的
と
正
義
の
思
想
が

よ
く
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

50
）

る
と
。
中
止
行
為
が
処
罰
の
不
要
で
あ
る
こ
と
を
兆
表
す
る
と
い
う
点
で
、
兆
候
説（In

d
izth
eo
rie

）

と
も
呼
ば
れ
る
。
行
為
者
の
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
既
遂
に
至
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
説
は
虚
弱
説
（In

fir-

m
ita
tsth
eo
rie

）
と
呼
ば
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
刑
罰
目
的
説
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
な
ぜ
行
為
者
が
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
に
失
敗

し
た
と
き
に
も
処
罰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
の
説
明
が
つ
か
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
行
為
者
に
は
そ
れ
ほ

ど
多
量
の
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
か
ら
で

51
）

あ
る
。
他
方
で
、
中
止
行
為
者
の
危
険
性
の
極
小
化
が
概
括
的
に
す
ぎ
、

も
っ
ぱ
ら
こ
こ
か
ら
科
刑
の
必
要
性
の
無
い
こ
と
を
導
出
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
未
遂
の
段
階
に
入
り
、
そ
れ
か
ら
中
止
す
る

行
為
者
は
刑
法
の
要
請
と
い
う
点
か
ら
は
不
安
定
な
人
な
の
で

52
）

あ
る
。
心
理
的
抑
制
を
完
全
に
は
抑
制
で
き
な
い
者
は
、
犯
罪
に
向
か
っ

て
お
り
、
次
回
は
犯
罪
を
完
遂
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
へ
の
特
別
予
防
の
働
き
か
け
を
必
要
と
し
な

い
と
い
う
の
は
「
極
め
て
大
胆
な
犯
罪
学
的

53
）

予
測
」
で
あ
る
と
か
「
た
ん
な
る
願
望
的
思
考
で
根
拠
の
な
い
推
測
」
に
す
ぎ

54
）

な
い
と
し
て

経
験
的
実
証
性
の
欠
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
こ
れ
が
誇
張
な
指
摘
で
あ
る
と
し
て
も
、
中
止
者
の
犯
罪
性
向
の
治
癒
の
存
否
、
程
度
は
個
別
事
例
ご
と
に
異
な
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る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
も
の
の
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
刑
罰
目
的
説
そ
の
も
の
へ
の
批
判
に
は
な
り
え
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
修
正
刑

罰
目
的
説
（D

ie
m
o
d
ifizierte

S
tra
fzw
eck
th
eo
rie

）
を
展
開

55
）

す
る
。「
害
悪
を
与
え
る
性
向
」
だ
け
で
は
行
為
刑
法
に
お
け
る
刑
法

介
入
の
正
当
化
は
で
き
な
い
。
犯
罪
者
の
具
体
的
行
為
か
ら
、
犯
罪
者
に
は
犯
罪
を
実
行
す
る
意
思
と
能
力
の
あ
る
こ
と
、
犯
罪
者
は
そ

の
決
意
を
保
持
し
、
外
的
状
況
に
よ
っ
て
し
か
所
為
の
実
現
を
阻
止
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
刑
法
介
入
の

正
当
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
別
予
防
の
働
き
か
け
の
必
要
性
は
現
実
の
出
来
事
、
現
に
あ
る
「
所
為
」
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
任
意
に
中
止
す
る
者
に
は
こ
の
前
提
条
件
が
欠
如
し
て
い
る
。
行
為
者
は
未
遂
の
所
為
に
関
し
て
合
法
性
へ
復
帰
し
た
の
で
あ
り
、

犯
罪
者
に
ま
だ
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
犯
罪
性
向
は
、
他
の
犯
罪
行
為
に
出
る
虞
の
あ
る
人
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、
処
罰
の
き
っ
か

け
を
与
え
る
こ
と
に
は
な
ら

56
）

な
い
。

一
般
予
防
の
観
点
か
ら
も
処
罰
の
必
要
性
が
無
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
未
遂
の
第
一
次
的
処
罰
根
拠
で

あ
る
危
険
性
を
中
止
行
為
者
自
身
が
除
去
し
た
の
で
あ
り
、
同
じ
く
、
危
険
で
な
い
未
遂
の
可
罰
性
も
担
う
法
に
動
揺
を
与
え
る
印
象
と

い
う
も
の
も
中
止
の
任
意
性
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
適
時
且
つ
任
意
に
中
止
し
た
者
は
一
般
の
人
々
に
悪
例
を
残
さ
な
い
の
で
あ
り
、
行

為
者
の
行
為
に
お
い
て
最
終
的
に
貫
徹
さ
れ
た
法
を
あ
る
程
度
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
努
力
し
た
が
、
行
為
者
の
関
与
な

し
に
既
遂
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
行
為
者
が
不
処
罰
に
と
ど
ま
る
の
は
、
結
果
が
生
じ
て
い
な
い
の
で
一
般
予
防
か
ら
の
処
罰
の

必
要
性
が
著
し
く
低
下
し
、
特
別
予
防
上
重
要
な
行
為
者
の「
反
転
」を
不
処
罰
で
報
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

57
）

る
と
。
ロ
ク
ス
イ
ー

ン
は
そ
の
説
く
機
能
的
責
任
論
か
ら
、
中
止
未
遂
を
答
責
阻
却
事
由
と
位
置
づ

58
）

け
る
。

修
正
刑
罰
目
的
説
に
対
す
る
批
判
、
例
え
ば
、
予
防
上
の
必
要
性
と
い
う
の
は
不
確
か
で
あ
り
、
経
験
的
に
は
十
分
に
証
明
で
き
な
い
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と
い
う
主
要
な
批
判
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
こ
う
い
っ
た
批
判
が
連
邦
通
常
裁
判
所
の
予
防
的
予
測
の
説
示
に
は
当
て
は
ま
る

が
、
行
為
刑
法
と
い
う
規
範
的
与
件
に
基
づ
く
修
正
刑
罰
目
的
説
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
反
論
す
る
。
一
般
予
防
に
つ
い
て
も
、
そ
の

経
験
的
実
証
は
困
難
で
あ
る
が
、
立
法
と
い
う
の
は
個
別
事
例
の
所
見
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
犯
罪
学
の
一
般
的
予
測
に
反
し
な
い
限

り
、
一
般
的
仮
定
に
基
づ
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
反
論

59
）

す
る
。

ｅ

責
任
履
行
説（S

ch
u
ld
erfu
llu
n
g
sth
eo
rie

）。
ヒ
ル
シ
ュ
ベ
ル
ク
は
、
刑
罰
目
的
論
は
誤
っ
た
取
り
組
み
方
か
ら
出
立
し
て
い
る
、

す
な
わ
ち
、
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
と
い
う
否
定
の
主
張
は
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
効
果
の
積
極
的
側
面
を
見
失
っ
て
い
る

と
主
張
し
て
、
刑
法
外
、
つ
ま
り
、
民
事
法
や
公
法
で
定
立
さ
れ
た
「
履
行
に
よ
る
処
理
」
と
い
う
原
則
か
ら
出
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、

中
止
犯
の
不
処
罰
の
法
的
根
拠
は
「
警
告
の
原
因
と
な
っ
た
不
法
行
為
を
終
了
及
び
修
復
す
る
自
分
の
義
務
を
、
自
分
に
帰
属
可
能
な
行

為
に
よ
っ
て
履
行
す
る
と
き
、
強
制
警
告
（
こ
の
場
合
、
刑
罰
警
告
）
は
無
く
て
済
ま
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的
法
原
則
の
遵
守
」
と
い
う

命
題
に
見
出
さ
れ
る
。
中
止
者
が
「
未
遂
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
た
修
復
責
任
を
果
た
す
点
ま
で
は
責
任
が
な
く

60
）

な
る
」。

本
説
に
は
、「
処
理
原
則
」が
直
ち
に
刑
法
へ
導
入
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
刑
法
以
外
の
法
領
域
で
は
、
適
法
状
態
の

回
復
（
債
務
履
行
、
障
害
の
除
去
等
）
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
現
す
る
と
、
法
的
問
題
は
実
際
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ヘ
ル

ツ
ベ
ル
ク
は
、
責
任
と
い
う
概
念
の
下
で
、「
刑
法
の
非
難
可
能
性
に
代
わ
っ
て
、
自
分
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
を
履
行
す
る
債
務
者
の
義

務
」
と
理
解
す
る
が
、
未
遂
の
刑
法
上
の
責
任
が
中
止
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
理
由
が
明
ら
か
で
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
行
為
者
は
違
法
、
有

責
な
未
遂
行
為
を
し
た
後
、
そ
れ
を
既
遂
に
至
ら
せ
な
い
義
務
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
未
遂
行
為
の
責
任
（
債
務
）
を

履
行
し
た
、
つ
ま
り
、
除
去
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
後
的
「
修
復
」
が
一
旦
基
礎
付
け
ら
れ
た
可
罰
性
を
抹
消
（
処
理
）
す
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る
と
い
う
刑
法
の
原
則
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
に
よ
う
や
く
導
入
さ
れ
た
刑
法
第
四
六
条
ａ
で
す
ら
、
軽
い
犯
罪
に
お

い
て
だ
け
修
復
に
対
し
て
極
め
て
例
外
的
に
任
意
的
刑
の
免
除
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
刑
法
第
二
四
条
が
任
意
の
中
止
に
完
全
な

不
処
罰
を
命
令
し
て
い
る
と
き
、
こ
れ
以
上
の
説
明
が
必
要
と
な
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
ベ
ル
ク
が
「
立
法
者
は
、
中
止
が
不
処
罰
の
働
き
を
有

す
る
限
り
で
、
処
理
原
則
を
採
用

61
）

し
た
」
と
い
う
の
は
、
法
文
を
敷
衍
し
た
に
過
ぎ
ず
、
答
え
に
な
っ
て
い

62
）

な
い
。

本
説
に
は
、
さ
ら
に
、
中
止
犯
の
成
立
要
件
で
あ
る
任
意
性
原
則
を
説
明
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
非
任
意
の
未
遂
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
失
効
未
遂
も
犯
行
を
「
処
理
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、
不
処
罰
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ヘ

ル
シ
ュ
ベ
ル
ク
は
、
立
法
者
は
処
理
原
則
と
予
防
の
観
点
を
併
用
し
て
い
る
と
論
ず
る
。「
家
の
者
に
捕
ら
え
ら
れ
、
す
ぐ
に
盗
品
を
捨
て

る
泥
棒
は
他
人
の
所
有
権
に
敬
意
を
払
う
義
務
を
果
た
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
民
事
上
の
事
柄
し
か
片
を
つ
け
て
い
な
い
。

未
遂
の
自
然
緩
和
（
失
効
）
と
か
非
自
発
的
中
止
の
自
然
緩
和
の
事
例
に
刑
法
は
既
遂
後
の
修
復
の
事
例
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
に
絶
対
的

予
防
刑
と
い
う
刑
法
原
則
を
適
用

63
）

す
る

」。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ル
シ
ュ
ベ
ル
ク
は
処
理
原
則
と
予
防
の
必
要
性
と
い
う
両
者
の「
緊
張
関

係
」
か
ら
中
止
規
定
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
実
に
は
、
予
防
的
観
点
が
未
遂
の
可
罰
性
を
決
定
す
る
こ
と
、

「
処
理
」
で
は
な
く
、
予
防
の
必
要
性
の
欠
如
が
不
処
罰
を
基
礎
付
け
る
こ
と
を
意
味

64
）

す
る
。

責
任
履
行
説
に
は
、
さ
ら
に
、
任
意
性
が
あ
る
場
合
に
も
、
必
ず
し
も
中
止
犯
の
成
立
を
説
明
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

当
初
か
ら
危
険
の
存
在
し
な
い
不
能
未
遂
で
は
、
処
理
す
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
任
意
の
中
止
は
可
能
で
あ
る
。
又
、

刑
法
第
二
四
条
第
二
項
は「
任
意
的
且
つ
真
摯
な
」、
し
か
し
、
成
果
の
上
が
ら
ず
、
そ
れ
故
何
も
処
理
し
な
い
作
為
で
あ
っ
て
も
不
処
罰

に
繫
が
る
こ
と
を
定
め
る
が
、
こ
れ
も
責
任
履
行
説
で
は
説
明
で
き
な

65
）

い
と
。
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ｆ

相
殺
説
。
相
殺
説
（K

o
m
p
en
sa
tio
n
sth
eo
rie

）
は
、
中
止
犯
の
不
処
罰
効
果
を
未
遂
の
処
罰
根
拠
要
素
が
相
殺
さ
れ
る
と
い
う

事
実
か
ら
導
出
し
、
刑
罰
目
的
を
考
慮
し
な
い
。「
行
為
者
の
行
為
全
体
を
事
後
的
に
全
体
と
し
て
考
察
す
る
と
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
が
無

く
な
る
」。
行
為
者
は
、
事
後
的
視
点
か
ら
す
る
と
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
の
主
観
的
側
面
と
し
て
の「
法
敵
対
的
意
思
傾
向
」を
中
性
化
し
、

客
観
的
観
点
で
も「
結
果
不
法
に
注
意
を
払
う
こ
と
で
抽
象
的
法
益
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
規
範
有
効
性
へ
の
攻
撃
を
中
性
化
す
る
」。
行

為
者
が
未
遂
行
為
を
調
整
す
る
と
き
に
の
み
、
当
然
に
中
止
に
不
処
罰
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
相
殺
説
に
よ
っ
て
、
中
止
犯
の
不
処
罰
根

拠
が
説
明
で
き
る
ば
か
り
か
、
中
止
犯
成
立
の
具
体
的
要
件
も
導
か
れ

66
）

る
と
。

本
説
に
対
し
て
も
、
未
遂
の
不
法
が
中
止
意
思
に
担
わ
れ
た
事
後
的
命
令
充
足
に
よ
っ
て
中
性
化
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
は
説
得
力
が

な
い
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
刑
罰
目
的
を
援
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
説

は
、
不
能
未
遂
の
中
止
も
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
二
文
に
よ
り
可
能
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
で
き

67
）

な
い
。

⑶

日
本
刑
法
学
に
お
け
る
議
論
状
況

旧
刑
法
第
一
一
二
条
は
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
例
に
な
ら
い
、「
罪
ヲ
犯
サ
ン
ト
シ
テ
己
ニ
其
事
ヲ
行
フ
ト
雖
モ
犯
人
意
外
ノ
障
碍
若
ク
ハ
舛

錯
ニ
因
リ
未
タ
遂
ケ
サ
ル
ト
キ
ハ
己
ニ
遂
ケ
タ
ル
者
ノ
刑
ニ
一
等
又
ハ
二
等
ヲ
減
ス
」
と
規
定
し
、
中
止
未
遂
は
未
遂
に
も
当
た
ら
な
い

と
し
て
い
た
が
、
現
行
刑
法
第
四
三
条
但
し
書
き
は
「
自
己
の
意
思
に
よ
り
犯
罪
を
中
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
ま
た
は
免

除
す
る
」
と
定
め
て
、
中
止
未
遂
に
関
す
る
特
別
の
規
定
を
設
け
、
刑
の
必
要
的
減
軽
・
免
除
を
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
刑
法

で
は
中
止
未
遂
は
未
遂
罪
の
要
件
に
欠
け
、
そ
も
そ
も
未
遂
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
現
行
刑
法
で
は
中
止

は
未
遂
の
一
形
態
で

68
）

あ
る
。
未
遂
犯
は
成
立
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
犯
罪
が
別
途
成
立
す
る
こ
と
は
な
い（
法
条
競
合
）。
刑
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の
必
要
的
減
軽
・
免
除
の
根
拠
（
法
的
性
格
）
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
競
合
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
と
は
対
照
的
に
未
遂
罪

の
成
立
と
そ
の
事
後
の
事
情
を
一
体
と
し
て
捉
え
る
法
律
説
が
支
配
的
で
あ
る
。

ａ

黄
金
の
架
け
橋
説
。
現
行
刑
法
の
立
法
者
意
思
は
本
説
に
立
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。「
犯
罪
ノ
実
行
ニ
著
手
シ
タ
ル
後
自
己
ノ

意
思
ニ
因
リ
之
ヲ
止
メ
タ
ル
者
ハ
社
会
ニ
及
ホ
ス
害
悪
少
ナ
ク
且
犯
情
モ
亦
憫
察
ス
可
キ
所
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
罰
ス
ル
場
合
ニ
モ
一
般
ニ

減
軽
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
情
状
ニ
因
リ
其
刑
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
以
テ
刑
ノ
適
用
ニ
不
権
衡
ナ
カ
ラ
シ
メ
タ
リ
若
シ
此
の
但
書
ヲ
缺

ク
ト
キ
ハ
啻
ニ
刑
ノ
不
権
衡
ヲ
来
タ
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
旦
犯
罪
ノ
実
行
ニ
著
手
シ
タ
ル
後
ハ
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ
之
ヲ
中
止
シ
タ
ル
ト
キ

ト
雖
モ
尚
ホ
未
遂
罪
ト
為
ル
ヲ
以
テ
或
ハ
既
ニ
犯
罪
ノ
実
行
ニ
著
手
シ
タ
ル
者
ハ
決
シ
テ
中
止
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
常
ニ
遂
行
ス
ル
虞
ナ
シ
ト

セ
ス
是
改
正
案
ニ
於
テ
此
但
書
ヲ
設
ケ
タ
ル
所
以

69
）

ナ
リ
」
と
。
学
説
で
も
、
刑
の
必
要
的
減
軽
・
免
除
は
、「
す
で
に
な
さ
れ
た
違
法
・
有

責
な
行
為
に
対
す
る
可
罰
評
価
が
中
止
行
為
に
対
す
る
恩
賞
的
評
価
に
よ
っ
て
減
殺
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
後
者
の
積
極
的
評
価

は
、
結
局
は
中
止
行
為
を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
的
考
慮
（
リ
ス
ト
の
い
わ
ゆ
る
『
撤
退
の
た
め
の
黄
金
の
橋
』）
に
基
づ
く
も
の
と
み
る

70
）

べ
き
」
と
か
、「
刑
事
政
策
的
見
地
か
ら
、
行
為
者
に
対
し
て
、『
退
却
の
た
め
の
黄
金
の
橋
』
を

71
）

構
築
」
し
た
と
か
説
か
れ
る
。
本
説
に

対
し
て
は
、
上
記
の
批
判
（
⑴
ｂ
）
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
。
さ
ら
に
、
本
説
か
ら
は
、
わ
が
国
の
刑
法
が
刑
の
必
要
的
減
軽
・
免
除
し

か
認
め
て
い
な
い
こ
と
、
減
軽
に
す
る
か
免
除
に
す
る
か
は
裁
判
官
の
事
後
的
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
で
き
な
い
こ

と
も
指
摘
で

72
）

き
る
。

ｂ

法
律
説
。
犯
罪
の
成
立
要
件
（
違
法
性
・
責
任
）
と
の
関
係
に
お
い
て
中
止
未
遂
を
捉
え
る
見
解
が
法
律
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
違

法
性
減
少
説
と
責
任
減
少
説
に
分
け
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
刑
事
政
策
説
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
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ａ
ａ

違
法
性
減
少
説
。
人
的
不
法
論
の
立
場
か
ら
、「『
自
己
の
意
思
に
よ
』
る
中
止
と
い
う
主
観
的
要
素
は
、
違
法
性
の
評
価
に
影

響
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
性
減
少
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
刑
の
減
軽
・
免
除
を
み
と
め
る
わ
が
刑
法
の
も
と
で

は
、
違
法
性
の
減
少
と
政
策
的
理
由
の
二
元
的
な
説
明
を
す
る
ほ
か
な
か

73
）

ろ
う
」と
か
、
刑
の
必
要
的
減
免
の
根
拠
は
、
違
法
性
の
減
少
、

つ
ま
り
、「
実
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
反
規
範
的
意
思
を
撤
回
し
合
規
範
的
意
思
を
中
止
行
為
と
い
う
外
界
に
表
動
さ
せ

た
こ
と
に
よ
る
違
法
性
の
減
少
の
点
に
求
め
る
べ
き
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
刑
事
政
策
的
理
由
を
加
味
し
た
も
の
に
求
め
る
べ

74
）

き
だ
と
か
、

「
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
は
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
の
惹
起
に
あ
り
、い
っ
た
ん
故
意
を
生
じ
実
行
に
着
手
し
た
以
上
は
こ
の
危
険
を
惹
起

し
た
の
で
あ
る
が
、
事
後
に
故
意
を
放
棄
し
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
結
果
の
発
生
を
防
止
し
た
場
合
は
、
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
お
よ

び
行
為
の
反
社
会
的
相
当
性
を
事
後
的
に
減
少
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
違
法
性
を
減
少
さ
せ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
違
法
性
減
少

説
が
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
…
寛
大
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
の
完
成
を
未
然
に
防
止
す
る
一
般
予

防
効
果
は
皆
無
で
は
な
い
か
ら
、
違
法
性
減
少
説
に
刑
事
政
策
説
を
結
合
さ
せ
る
結
合
説
が

75
）

妥
当
」
と
説
か
れ
る
。
物
的
違
法
論
の
立
場

か
ら
も
、
未
遂
犯
に
か
ぎ
っ
て
故
意
を
主
観
的
違
法
要
素
と
捉
え
た
上
で
、
違
法
減
少
説
は
刑
事
政
策
説
を
理
論
的
に
表
現
し
た
も
の
で

あ
り
、「
未
遂
犯
の
場
合
、
故
意
は
主
観
的
要
素
で
あ
る
。
一
度
故
意
を
生
じ
た
後
に
こ
れ
を
放
棄
し
、
あ
る
い
は
自
ら
結
果
の
発
生
を
防

止
し
た
場
合
は
、
違
法
性
の
減
少
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」、
責
任
減
少
説
に
よ
る
と
、「『
自
己
の
意
思
に
よ
る
』と
い
っ
て
も
、
た
だ

自
分
の
意
思
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
悔
悟
そ
の
他
の
倫
理
的
に
是
認
す
べ
き
動
機
に
よ
っ
た
場
合
に
限
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
」
が
、

こ
れ
は
単
に
「
自
己
の
意
思
に
よ
っ
た
」
こ
と
だ
け
を
要
件
と
し
て
い
る
現
行
法
に
合
わ
な
い
と
説
か

76
）

れ
る
。
し
か
し
、
主
観
的
違
法
要

素
否
定
説
か
ら
も
、「
既
遂
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
中
止
未
遂
に
よ
る
結
果
防
止
行
為
は
、
障
碍
未
遂
の
場
合
の
結
果
発

生
の
危
険
性
を
確
実
に
『
減
少
』
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
は
違
法
減
少
に
求
め
ら
れ
る
が
、
違

法
減
少
に
伴
う
責
任
減
少
と
は
別
個
に
、
責
任
減
少
が
さ
ら
に
生
じ
う
る
場
合
、
特
に
、
後
悔
の
念
が
強
か
っ
た
場
合
は
、
違
法
減
少
と
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責
任
減
少
に
求
め
ら
れ
る
と
説
か

77
）

れ
る
。

ｂ
ｂ

責
任
減
少
説
。
責
任
減
少
説
は
刑
の
必
要
的
減
免
の
根
拠
を
責
任
減
少
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
付
け
は
様
々
で
あ

る
。「
犯
罪
実
行
の
動
機
た
る
事
情
が
具
わ
る
も
、
行
為
者
の
性
情
が
内
部
的
障
害（
悔
改
、
慙
愧
、
恐
懼
、
同
情
、
憐
愍
、
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
感
情
）
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
に
よ
る
中
止
の
場
合
」
の
「
行
為
者
の
性
情
は
、
結
局
自
己
の
犯
罪
の
実
行
の
着
手
を
不
可
な

り
と
す
る
感
情
即
ち
自
己
の
行
為
の
価
値
を
否
定
す
る
意
識
（
規
範
意
識
）
と
し
て
働
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
斯
か
る
場
合
こ
そ
犯
人
の

反
規
範
性
は
通
常
の
未
遂
罪
の
場
合
に
比
し
て
軽
微
な
も
の
と
し
て
、
刑
の
減
軽
ま
た
は
免
除
を
与
え
る
こ
と
が
相
当
で
あ
っ
て
、
任
意

の
中
止
と
は
畢
竟
斯
か
る
事
情
の
も
と
に
於
け
る
中
止
の
み
を
い
ふ
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
而
し
て
斯
か
る
意
識
は
或
は
こ

れ
を
広
義
の
後
悔
と
い
っ
て
も
差
支
へ

78
）

な
い
」
と
論
じ
て
、
反
規
範
性
の
軽
微
を
理
由
に
す
る
も
の
と
か
、「
広
義
の
後
悔
」
に
よ
っ
て
や

め
た
場
合
、
つ
ま
り
、「
行
為
者
の
規
範
意
識
が
多
少
と
も
犯
罪
に
対
す
る
障
害
観
念
と
し
て
作
用
し
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
悔
悟
・
慙
愧
、

被
害
者
の
受
け
る
災
厄
に
対
す
る
斟
酌
・
同
情
、
犯
罪
の
結
果
の
重
大
性
か
ら
く
る
恐
怖
感
な
ど
に
よ
っ
て
や
め
た
場
合
に
は
」、「
行
為

者
は
み
ず
か
ら
正
道
に
立
ち
戻
る
た
め
の
努
力
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
的
に
は
、
著
手
に
よ
っ
て
一
度
は
生
じ
た
違
法
（
法
益

侵
害
の
危
険
）
お
よ
び
責
任
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
減
少
ま
た
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
主
観
主
義
的
に
考
え
て
も
行
為

者
の
反
社
会
的
性
格
（
悪
性
）
が
消
滅
ま
た
は
減
少
す
る
と
み
う
る
か
ら
で

79
）

あ
る
」
と
か
、
人
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
、「
中
止
犯
に
つ
い

て
刑
の
必
要
的
減
免
が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
中
止
行
為
に
示
さ
れ
る
行
為
者
の
人
格
態
度
が
責
任
を
減
少
さ
せ
る
か
ら
で

あ
る
。
か
よ
う
な
責
任
の
事
後
的
減
少
と
い
う
考
え
方
は
、
人
格
形
成
責
任
を
中
核
と
す
る
動
的
な
犯
罪
理
論
の
構
成
を
前
提
と
し
て
、

は
じ
め
て
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
立
場
を
と
る
と
き
は
、
立
法
論
と
し
て
は
、
第
一
に
、
中
止
の
動
機
が
道
徳
的
な
悔
悟
に
あ

る
と
き
は
責
任
の
消
滅
に
よ
っ
て
罪
と
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ
る
し（
…
）、
第
二
に
、
真
摯
な
中
止
行
為
が
あ
っ
た
以
上
、
犯
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罪
が
既
遂
に
達
し
て
も
、
少
な
く
と
も
刑
の
任
意
的
減
軽
を
認
め
る
べ
き
で

80
）

あ
る
」と
か
、「
違
法
性
の
消
滅
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
共
犯

の
中
止
と
の
関
連
で
難
点
を
も
た
ら
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
度
は
法
に
違
反
し
は
し
た
も
の
の
、
要
求
さ
れ
る
法
的
義
務
に
合
致
し
よ

う
と
す
る
意
欲
そ
れ
を
規
範
的
意
識
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
規
範
意
識
の
具
体
化
と
し
て
な
さ
れ
た
中
止
で
あ
っ
て
、
は
じ
め

て
責
任
の
消
滅
減
少
事
由
と
し
て
作
用
す
る
と
み
る
の
が

81
）

妥
当
」
と
か
、
さ
ら
に
は
、「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
困
難
な
状
況
で
（
中

止
行
為
は
犯
罪
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
実
行
に
着
手
し
た
行
為
者
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
）、
あ
え
て
適
法
行
為
（
中
止
行
為
）
を
選
択

し
た
こ
と
に
よ
る
非
難
の
減
少
に
求
め
ら
れ
る

82
）

べ
き
」
と
論
じ
て
非
難
可
能
性
の
減
少
に
求
め
る
も
の
が
あ
る
。

責
任
減
少
説
の
亜
型
と
し
て
、
可
罰
的
責
任
減
少
説
と
法
定
量
刑
事
由
説
が
あ
る
。
可
罰
的
責
任
減
少
説
に
よ
れ
ば
、
中
止
犯
は
可
罰

的
責
任
と
い
う
要
件
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、「
実
行
の
着
手
に
至
っ
た
行
為
者
に
は
、
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
よ
う
勧
奨
す

る
規
範
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
す
で
に
不
法
な
危
険
状
態
は
発
生
し
て
い
る
の
で
、
勧
奨
規
範
に
従
っ
て
中
止
し
た
と
し
て
も
違

法
評
価
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
実
行
行
為
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
は
、
事
後
行
為
責
任
と
し
て
の
可
罰
的
責
任
で
あ
る
。
…
実
行
行
為

後
の
事
後
行
為
と
し
て
の
中
止
行
為
は
、
合
法
性
へ
の
帰
還
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
事
後
的
に
責
任
を
果
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
罰
的

責
任
を
減
少
さ

83
）

せ
る
」
と
か
、
故
意
は
責
任
要
素
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
途
中
で
放
棄
さ
れ
る
よ
う
な
故
意
は
（
事
後
的
に
な
無

く
な
っ
た
り
減
少
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
当
初
か
ら
強
力
な
も
の
で
な
か
っ
た
、
と
い
う
評
価
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
非
難
可
能
性
が
減
少
し
、
そ
れ
が
可
罰
的
な
量
と
質
を
有
し
な
い
場
合
に
は
刑
の
免
除
（
実
質
的
に
は
無
罪
）
に
至
る
…
故
意
の
強
度

の
点
は
、
可
罰
的
責
任
の
量
の
問
題
で
あ
る
が
、
中
止
犯
の
場
合
に
は
、
行
為
時
点
で
す
で
に
、
特
別
予
防
の
必
要
性
に
欠
け
る
と
い
う

判
断
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
可
罰
的
責
任
の
質
の
問
題
と
し
て
考
慮
さ

84
）

れ
る
」と
説
明
さ
れ
る
。
法
定
量
刑
事
由
説
に
よ
れ
ば
、

「
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
行
為
と
い
う
事
後
の
情
状
が
量
刑
責
任
を
減
少
さ
せ
る
」、「
刑
法
は
、
政
策
的
な
見
地
か
ら
、
こ
の
量
刑
事
情
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を
未
遂
犯
の
刑
の
必
要
的
減
軽
ま
た
は
免
除
と
い
う
か
た
ち
で
法
定
化
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

85
）

き
る
」。
可
罰
的
責
任
減
少
説
は
、
違
法

性
の
枠
内
で
責
任
の
存
否
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
「
可
罰
的
責
任
」
と
い
う
も
の
の
実
質
は
科
刑
の
必
要
性

の
存
否
・
程
度
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
可
罰
的
「
責
任
」
と
表
現
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
法

定
量
刑
事
由
説
も
、
刑
罰
基
礎
付
け
責
任
と
量
刑
責
任
を
別
個
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
刑
罰
基
礎
付
け
責
任

に
お
い
て
は
行
為
不
法
・
結
果
不
法
が
個
人
的
に
非
難
さ
れ
う
る
か
否
か
か
が
問
題
と
さ
れ
、
量
刑
責
任
で
は
そ
の
正
確
な
程
度
が
問
題

と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
の
核
に
お
い
て
同
一
な
の
で
あ
る
。

ｃ
ｃ

違
法
性
・
責
任
減
少
説
。
人
的
不
法
論
の
立
場
か
ら
、
中
止
行
為
は
、「
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
故
意
の
実
効
性
を
失
な
わ

せ
、
法
益
侵
害
の
現
実
的
危
険
を
決
定
的
に
除
去
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ね
に
違
法
性
を
減
少
さ
せ
る
。
…
責
任
非
難
の
段
階
で
は
、

『
行
為
』
で
は
な
く
て
『
行
為
の
決
意
』
が
問
題
と
さ
れ
る
…
中
止
行
為
が
行
為
者
の
自
由
な
、
つ
ま
り
、
自
発
的
な
意
思
に
基
づ
い
て
決

意
さ
れ
た
場
合
に
は
…
法
に
ふ
た
た
び
合
致
し
よ
う
と
す
る
行
為
者
の
人
格
的
態
度
が
明
ら
か
に
『
法
敵
対
性
』
を
弱
め
る
の
で
、
そ
の

分
だ
け
責
任
非
難
の
量
が
減
少
し
、
つ
ね
に
責
任
減
少
を
も
た

86
）

ら
す
」
と
説
か
れ
た
り
、
中
止
行
為
（
行
為
意
思
に
基
づ
く
中
止
行
為
）

お
よ
び
結
果
の
不
発
生
」
を
違
法
性
減
少
に
、「
任
意
性
」
を
責
任
減
少
に
相
応
さ
せ
る
見
解
も

87
）

あ
る
。

物
的
違
法
論
の
立
場
か
ら
は
、「
中
止
犯
は
、
未
遂
犯
の
成
立
に
よ
り
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
具
体
的
被
害
法
益
を
侵
害
の
間
際
で
救
助
す

る
た
め
に
、
既
遂
の
具
体
的
危
険
の
消
滅
を
行
為
者
自
身
に
奨
励
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
純
然
た
る
政
策
的
な
も
の
」
で
あ
る
、
つ
ま
り
、

「『
自
己
の
意
思
に
よ
る
』
中
止
に
よ
り
、
既
遂
の
具
体
的
危
険
が
消
滅
し
た
と
き
に
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
、
刑
の
必
要
的

減
免
と
い
う
特
典
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
の
中
止
に
よ
る
具
体
的
被
害
法
益
の
救
助
を
図
」る
も
の
で
あ
る
が
、「
た
だ
し
、
自
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己
の
行
為
に
よ
り
危
険
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
の
認
識
（
中
止
の
認
識
）
が
欠
け
る
場
合
に
は
、
特
典
に
値
し
な
い
た
め
、
中
止
犯
の
成
立

を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
意
識
的
危
険
消
滅
説
）、
こ
れ
を
「
法
的
に
表
現
す
れ
ば
、
一
時
的
に
は
違
法
減
少
に
着
目
」
し
、「
ま

た
、
褒
賞
・
特
典
を
与
え
る
に
値
す
る
心
理
状
態
が
必
要
と
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
責
任
減
少
も
考
慮
さ
れ
る
」
と
説
か

88
）

れ
る
。
本
説
は

論
者
に
よ
っ
て
違
法
性
・
責
任
減
少
説
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
刑
事
政
策
説
と
褒
賞
説
を
結
合
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欠
陥
が
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
政
策
説
は
行
為
者
の
心
理
的
実
態
に
合
わ
な
い
こ
と
、
褒
賞

説
に
は
、
一
旦
未
遂
が
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
遂
の
具
体
的
危
険
を
消
滅
さ
せ
た
こ
と
が
褒
賞
に
値
す
る
こ
と
の
説
明
が

な
い
の
で
あ
る
（
参
照
、
上
記
⑴
ｂ
、
ｃ
）。

ｃ

総
合
説（
併
合
説
）。
本
説
は
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
の
主
張
を
す
べ
て
総
合
し
て
理
解
す
る
説
で
あ
る
。
法
律
説
を
基
調
と
す
る

が
、
刑
法
第
四
三
条
但
書
は
、
中
止
犯
の
効
果
と
し
て
単
に
刑
の
必
要
的
減
免
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
違
法
性
又
は
責
任
は
減
少

す
る
に
と
ど
ま
る
。「
違
法
性
又
は
責
任
の
減
少
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
と
割
り
切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
具
体
的
事
態
に
応
じ

て
、
違
法
性
又
は
責
任
の
ど
ち
ら
か
の
面
に
重
点
が
お
か
れ
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
、
両
者
が
と
も
に
減
少
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
適

当
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
行
為
者
の
悔
悟
に
よ
ら
な
い
中
止
行
為
に
つ
い
て
は
、
違
法
性
の
減
少
が
主
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
悔
悟
に

も
と
づ
く
中
止
の
場
合
に
は
、
責
任
の
減
少
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
刑
の
減
免
が
一
般
予
防
お
よ
び
特
別
予
防
を
併
せ
考

慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で

89
）

あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
本
説
は
、
単
独
で
は
中
止
未
遂
を
根
拠
付
け
る
こ
と
の
で

き
な
い
諸
説
を
総
合
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
難
点
を
克
服
で
き
る
と
す
る
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
「
総
合
」
す
る
の
か
の
論
理
が
明
確
で
な

い
。
こ
れ
が
明
ら
か
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
刑
事
政
策
説
、
違
法
減
少
説
及
び
責
任
減
少
説
の
並
列
存
在
（
あ
れ
も
こ
れ
も
）
を
認
め
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に

90
）

な
る
。
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ｄ

可
罰
性
減
少
説
。
本
説
は
、
中
止
犯
の
刑
の
減
軽
・
免
除
の
根
拠
は
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
既
遂
結
果
惹
起
の
危
険
が
消
滅
す
る

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
刑
法
的
に
評
価
す
る
か
に
か
か
り
、
そ
れ
は
可
罰
性
の
減
少
事
由
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、「
実
行
行
為

に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
具
体
的
危
険
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
、（
実
行
行
為
時
の
違
法
性
と
は
関
係
な
い
）違
法
性
関
連
的
な
可
罰
性
が
減

少

91
）

す
る
」と
論
ず
る
。
本
説
は
、
正
当
に
も
、
中
止
犯
を
犯
罪
論
体
系
の
構
成
要
件
、
違
法
性
、
責
任
の
段
階
で
捉
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
構
成
要
件
・
違
法
性
・
責
任
の
ほ
か
に
付
加
的
に
「
可
罰
性
」
と
い
う
犯
罪
成
立
要
素
を
認
め
る
点
に
問
題
が
あ
る
し
、
事
後

的
な
危
険
消
滅
行
為
が
な
ぜ
未
遂
の
可
罰
性
に
影
響
を
与
え
る
の
か
の
実
質
的
根
拠
が
不
明
で
あ
る
。

ｅ

積
極
的
特
別
予
防
説
。
本
説
は
、
中
止
未
遂
の
規
定
が
実
行
に
着
手
し
た
行
為
者
に
対
す
る
積
極
的
特
別
予
防
を
考
慮
し
た
も
の

と
論
ず
る
。
犯
罪
論
の
「
要
件
判
断
が
犯
罪
者
に
対
し
て
過
去
に
行
っ
た
行
為
を
理
由
に
刑
罰
を
科
し
う
る
か
否
か
を
判
断
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
段
階
ま
で
で
、
刑
罰
を
科
し
う
る
こ
と
及
び
科
し
得
る
刑
罰
の
種
類
と
量
的
限
界
が
既
に
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
犯
罪
行
為
後
の
行
為
者
の
行
為
に
依
存
す
る
事
情
は
、
量
刑
上
、
被
告
人
に
有
利
に
作
用
す
る
場
合
に
の
み
考

慮
さ
れ
る
べ
き
」で
あ
る
。「
犯
罪
行
為
後
の
行
為
者
自
身
あ
る
い
は
行
為
者
側
の
行
為
に
依
存
す
る
事
情
に
拠
っ
て
軽
減
方
向
に
の
み
現

実
的
な
処
罰
の
要
否
・
程
度
を
判
断
す
る
と
い
う
の
は
、
規
範
適
合
的
（
な
い
し
は
規
範
非
敵
対
的
）
生
活
態
度
へ
の
復
帰
兆
表
を
考
慮
・

評
価
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
積
極
的
特
別
予
防
上
の
必
要
性
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
責
任
非
難
・
有
責
性
判
断
ま
で
で
積
極
的
一
般
予
防
上
の
必
要
性
の
判
断
が
実
質
上
は
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
正
に
整
合
的
に
捉

え
ら
れ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
は
、「
犯
罪
の
成
立
を
前
提
と
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
中
止
犯
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
積
極
的
特
別
予
防
上
、
即
ち
、
一
身
専
属
的
に
、
行
為
者
の
処
罰
の
必
要
性
が
減
じ
る
又
は
喪
失
す
る
と
法
な
い

し
立
法
者
が
見
做
し
て
い
る
・（
反
証
を
許
さ
ず
）
推
定
し
て
い
る

92
）

も
の
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
本
説
も
、
積
極
的
特
別
予
防
上
の
処
罰
に
必

北研49(2・106)396

論 説



要
性
の
存
否
・
程
度
を
構
成
要
件
・
違
法
性
・
責
任
に
続
く
第
四
の
犯
罪
構
成
要
素
と
位
置
づ
け
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

中
止
未
遂
を
積
極
的
特
別
予
防
と
の
み
関
連
付
け
、
積
極
的
一
般
予
防
と
は
関
係
な
い
と
す
る
点
に
も
問
題
が
あ
る
。

⑷

中
止
未
遂
の
減
軽
・
免
除
の
法
的
根
拠
と
法
的
性
質

未
遂
行
為
者
の
有
利
な
扱
い
を
定
め
る
中
止
未
遂
の
規
定
は
そ
の
正
当
な
根
拠
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
を
要
す
る
。
法
律
説
は
中

止
未
遂
の
法
的
性
格
を
違
法
性
及
び
／
又
は
責
任
の
減
少
と
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
未
遂
犯
の
成
立
を
肯
定
し
、
こ
れ
と
一
体

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
は
一
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
、
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
中
止
行
為
が
一
旦
成
立
し
た
未
遂
の
不
法
と
責
任
を
減
少
・
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
中
止
行
為
は
未
遂
行
為
に

起
因
す
る
既
遂
に
至
る
効
果
を
無
害
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

93
）

あ
る
。
客
観
的
に
見
て
、
放
棄
、
積
極
的
阻
止
、
あ
る
い
は
阻
止
の
努
力

で
あ
る
中
止
行
為
と
い
う
の
は
、
未
遂
を
成
立
さ
せ
る
実
行
行
為
後
の
、
つ
ま
り
、
不
法
、
有
責
行
為
後
の
行
為
で
あ
る
。
事
後
の
行
為

が
す
で
に
未
遂
犯
の
成
立
し
て
い
る
事
前
の
行
為
の
有
す
る
結
果
発
生
の
危
険
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
違
法
性
を
減
少
・
消

滅
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
主
観
的
に
見
て
も
、
中
止
の
任
意
性
が
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
る
故
意
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
も

94
）

な
い
。
責
任

と
い
う
の
も
、
違
法
性
の
肯
定
さ
れ
た
行
為
の
枠
内
で
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
事
後
の
事
情
が
責
任
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
行
為
者
自
身
に
よ
る
任
意
の
中
止
行
為
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
刑
に
よ
る
犯
罪
の
統
合
予
防
的
必
要
性
が
減
少
又
は
消

滅
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
平
和
の

復
を
任
務
と
す
る
刑
法
は
刑
罰
の
目
的
を
積
極
的
一
般
予
防
と
積
極
的
特
別
予
防
に
見

る
。
行
為
者
が
具
体
的
未
遂
行
為
の
後
に
中
止
行
為
に
よ
っ
て
規
範
の
期
待
に
応
え
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
具
体
的
状
況
に

お
い
て
法
的
平
和
の

復
に
自
ら
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
が
可
罰
評
価
の
上
で
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
法
的
思
考
を
す
る
一
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般
の
人
々
と
の
関
係
で
は
、
行
為
者
が
任
意
に
中
止
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
の
人
々
の
規
範
妥
当
性
意
識
が
維
持
・
強
化
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
刑
罰
を
科
す
る
必
要
性
が
減
少
な
い
し
消
滅
す
る（
積
極
的
一
般
予
防
）。
行
為
者
と
の
関
係
で
は
、
た

し
か
に
、
中
止
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
行
為
者
が
将
来
合
法
生
活
に
復
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
一
般
的
に
導
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
行
為
刑
法
で
は
、
具
体
的
な
未
遂
行
為
の
処
罰
根
拠
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
の
も
っ
と
よ
い
機

会
を
見
つ
け
て
再
度
や
り
直
す
と
い
う
留
保
つ
き
で
任
意
に
中
止
行
為
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
、
規
範
の
遵
守
、
つ
ま
り
、

「
合
法
性
へ
の
帰
還
」
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
科
刑
の
必
要
性
が
減
少
な
い
し
消
滅
す
る
の
で
あ
る
（
積
極
的
特
別

95
）

予
防
）。
さ
ら
に
、

被
害
者
と
の
関
係
で
は
、
未
遂
行
為
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
た
法
益
の
保
護
は
、
中
止
未
遂
の
規
定
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
妨
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
被
害
者
保
護
と
い
う
観
点
も
中
止
犯
規
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
云
え

96
）

よ
う
。
中
止
未
遂
は
刑
法

理
論
的
に
は
、
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
及
び
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
後
で
、
行
為
者
の
事
後
的
行
為
に
よ
り
一
旦
生
じ
た
可
罰
性
が
消

滅
又
は
減
軽
す
る
一
身
的
刑
罰
消
滅
・
減
軽
事
由
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
つ
づ
く
）

注１
）

H
.-H
.
Jesch

eck
,
T
h
.
W
eig
en
d
,
L
eh
rb
u
ch
d
es
S
tra
frech

ts
A
T
,
5.
A
u
fl.,
1996,

51
I
1.

２
）

K
.
K
u
h
l,
S
tra
frech

t
A
T
,
7.
A
u
fl.,
2012,

16
R
n
1
ff.

３
）

M
.
B
ro
ck
a
u
s,
D
ie
stra
frech

tlich
e
D
o
g
m
a
tik
v
o
n
V
o
rb
ereitu

n
g
,
V
ersu
ch
u
n
d
R
u
ck
tritt

im
eu
ro
p
a
isch
en
V
erg
leich

,
2006,

252

f.
G
.
H
a
g
er,
W
.
M
a
ssa
u
er,
W
ien
er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,
1999,

15,
16
R
n
126.

な
お
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
九

七
一
年
政
府
刑
法
草
案
第
一
六
条
の
説
明
書
は
、
不
処
罰
の
根
拠
と
し
て
黄
金
の
架
け
橋
説
と
虚
弱
説
を
併
記
し
て
い
る
。E

B
R
V
1971,

86
r
S
p
.

フ
ォ

レ
ッ
ガ
ー
は
黄
金
の
架
け
橋
説
を
支
持
す
る
。E

.
F
o
reg
g
er
,
A
llg
em
ein
e
B
estim

m
u
n
g
en
(
1
b
is
17
R
V
),
in
:
Z
u
m
n
eu
en
S
tra
frech

t,
1973,
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19
ff.,
34.

４
）

G
.
S
tra
ten
w
erth
,
S
ch
w
eizerisch

es
S
tra
frech

t
A
T
I,
4.
A
u
fl.
2011,

12
R
n
51.

５
）

S
tra
ten
w
erth
,
(F
n
.
4),

12
R
n
52.

６
）

G
.
S
tra
ten
w
erth
,
W
.
W
o
h
lers,

S
ch
w
eizerisch

es
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
H
a
n
d
k
o
m
m
en
ta
r,
2007,

A
rt.
23,
R
n
1
ff.;
A
.
D
o
n
a
tsch
,
S
.

F
la
ch
sm
a
n
n
,
M
.
H
u
g
u
.
U
.
W
eb
er
,
S
ch
w
eizerisch

es
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
K
o
m
m
en
ta
r,
1 8.
A
u
fl.,
2010,

A
rt.
23
R
n
1
ff.;
K
.
S
eelm

a
n
n
,

S
tra
frech

t
A
T
,
4.
A
u
fl.,
2009,

125.

７
）

参
照
、
香
川
達
夫
『
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
』
一
九
八
四
年
、
山
中
敬
一
『
中
止
未
遂
の
研
究
』
二
〇
〇
一
年
。

８
）

H
.
A
.
Z
a
ch
a
ria
,
D
ie
L
eh
re
v
o
m
V
ersu
ch
e
d
er
V
erb
rech

en
,
T
eil
II,
1839,

239.

近
時
は
、
ヒ
ッ
ペ
ル
が
任
意
の
中
止
を
「
消
極
的
構
成
要

件
要
素
」
と
し
て
、
構
成
要
件
不
該
当
事
由
と
理
解
す
る
。R
.
v
.
H
ip
p
el,
U
n
tersu

ch
u
n
g
en
u
b
er
d
en
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
,
1966,

66.

９
）

K
.
B
in
d
in
g
,
S
tra
frech

tlich
e
u
n
d
stra
fp
ro
zessu

a
le
A
b
h
a
n
d
lu
n
g
en
,
1915,

125
ff.

10
）

こ
こ
に
「
偶
然
」
と
は
行
為
者
の
意
思
と
は
無
関
係
の
事
情
の
こ
と
で
あ
り
、「
無
力
」
に
は
驚
愕
、
恐
怖
心
、
嫌
悪
感
と
い
っ
た
精
神
的
な
も
の
を
含
む

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。F

.
N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
D
a
s
o
sterreich

isch
e
S
tra
frech

t
in
sein
en
G
ru
n
d
zu
g
en
,
1955,

93.

11
）

A
.
F
in
g
er
,
Ö
sterreich

sch
es
S
tra
frech

t
I,
3.
A
u
fl.,
1912,

548;
C
.
S
to
o
ß
,
L
eh
rb
u
ch
d
es
o
sterreich

sch
en
S
tra
frech

ts,
2.
A
u
fl.,
1913,

131

は
本
説
を
徹
底
さ
せ
て
幇
助
犯
も
不
処
罰
と
す
る
が
、W

.
M
a
la
n
iu
k
,L
eh
b
u
c h
d
es
S
tra
fr ech

ts
I,194 7,221

は
幇
助
犯
を
処
罰
す
る
。
な
お
、

O
G
H
E
v
B
l
1965 /11

「
中
止
未
遂
は
構
成
要
件
不
該
当
事
由
で
も
な
く
、
刑
罰
消
滅
事
由
で
も
な
く
、
構
成
要
件
そ
れ
自
体
に
関
係
す
る
」。
し
か
し
、
プ

ラ
ッ
ツ
グ
マ
ー
は
、「
未
遂
の
消
極
的
概
念
要
素
論
」に
対
し
て
、
未
遂
構
成
要
件
は
未
遂
段
階
に
入
る
と
と
も
に
肯
定
さ
れ
、
基
本
的
に
可
罰
的
な
の
で
あ
っ

て
、
事
後
的
に
未
遂
で
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と
批
判
し
た
。W

.
P
la
tzg
u
m
m
er
,
D
er
freiw

illig
e
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
u
n
d
sein
e
B
eh
a
n
d
-

lu
n
g
in
d
er
F
ra
g
estellu

n
g
a
n
d
ie
G
esch

w
o
ren
en
,
JB
l
1957,

1
ff.

12
）

C
.
R
o
xin
,
S
tra
frech

t
A
T
,
B
d
.
II,
2003,

30
R
n
12;
H
.
L
ilie,

D
.
A
lb
rech
t,
L
eip
zig
er
K
o
m
m
en
ta
r
S
tG
B
,
B
a
n
d
1,
12.
A
u
fl.,
2007,

24
R
n
6.

参
照
、
木
村
静
子
「
中
止
犯
」（
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
法
講
座
４
』
所
収
）
一
九
六
三
年
・
二
一
頁
以
下
、
二
二
頁
。

最
近
で
も
、
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ペ
ル(F

n
.
8),
66

が
法
律
説
を
採
用
し
、
任
意
の
中
止
を
「
消
極
的
構
成
要
件
要
素
」（
つ
ま
り
、
構
成
要
件
不
該
当
事
由
）

と
捉
え
る
が
、
共
犯
へ
の
不
都
合
な
帰
結
を
避
け
る
た
め
、
共
犯
従
属
性
を
放
棄
す
る
と
い
う
考
え
は
、
現
行
法
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
正
犯
に
中
止
犯
を
認
め

不
処
罰
と
し
、
共
犯
を
未
遂
の
共
犯
と
し
て
処
罰
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
共
犯
の
か
か
わ
る
も
の
が
存
在
し
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
主
張
で
き
な

い
と
批
判
さ
れ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
13.

未遂犯と中止犯 ⑹
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）

J.
P
.
A
.
v
.
F
eu
erb
a
ch
,
K
ritik

d
es
K
lein
sch
ro
d
isch
en
E
n
tw
u
rfs,
1804,

102
ff.

14
）

F
.
v
.
L
iszt,L

eh
rb
u
ch
d
es
d
eu
tsch
en
S
tra
frech

ts,1.A
u
fl.,1881,143;

F
.
v
.
L
iszt,

E
.
S
ch
m
id
t,L
eh
rb
u
ch
d
es
d
eu
tsch
en
S
tra
frech

ts,

25.
A
u
fl.,
1927,

315.

本
説
は
、
そ
れ
以
前
に
も
他
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、K

.
U
lsen
h
eim
er
,
G
ru
n
d
fra
g
en
d
es
R
u
ck
-

tritts
v
o
m
V
ersu
ch
in
T
h
eo
rie
u
n
d
P
ra
x
is,
1976,

42,
F
n
.
60.

15
）

F
.
v
.
L
iszt,

L
eh
rb
u
ch
d
es
d
eu
tsch
en
S
tra
frech

ts,
21 /22.

A
u
fl.,
1919,

201.

16
）

R
G
R
sp
r.
V
III,
13.

17
）

R
G
S
t
73,
52,
60.

18
）

B
G
H
S
t
6,
87.

19
）

F
eu
erb
a
ch
,
(F
n
.
13),
102.

20
）

I.
P
u
p
p
e,
D
er
h
a
lb
h
erzig

e
R
u
ck
tritt,

N
S
tZ
1984,

488,
490.

プ
ッ
ペ
は
、
そ
の
後
の
論
文
で
は
中
止
犯
の
不
処
罰
を
「
退
却
行
為
に
報
い
る
」

こ
と
に
帰
し
て
い
る
の
で
、
現
在
で
は
、
褒
賞
説
に
分
類
で
き
よ
う
。Z

u
r
U
n
trsch

eid
u
n
g
v
o
n
u
n
b
ed
en
d
etem

u
n
d
b
ed
en
d
etem

V
ersu
ch
b
eim

R
u
ck
tritt,

N
S
tZ
1986,

14,
18.;
d
ies.
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
d
es
T
o
tsh
la
g
s,
N
S
t Z
1990,

433,
434.

21
）

I.
E
.
W
ein
h
o
ld
,
R
ettu
n
g
sv
erh
a
lten

u
n
d
R
ettu
n
g
sv
o
rsa
tz
b
eim

R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
,
1990,

30
ff.

22
）

B
G
H
H
S
t 〔
G
S
〕
3 9,
221,

232

（
行
為
者
が
な
お
法
益
侵
害
を
回
避
で
き
る
限
り
、
被
害
者
保
護
へ
と
動
機
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
）。v

g
l.
L
i li e /

A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
10
F
N
24.

23
）

O
.
T
riffterer

,
Ö
sterreich

isch
es
S
tra
frech

t
A
T
,
2.
A
u
fl.,
1972,

16
R
n
49;
L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
8;
H
.
J.
R
u
d
o
lp
h
i,

S
y
stem

a
tisch

er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
B
d
.
1,
6.
A
u
fl.,
1993,

24
R
n
2.

24
）

P
.
B
o
ck
elm
a
n
n
,
W
a
n
n
ist
d
er
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
freiw

illig
?,
N
JW
1955,

1417
ff.,
1420,

F
n
.
41;
U
lsen
h
eim
er
,
(F
n
.
14),
70.

25
）

B
G
H
S
t
9,48,52

（
た
い
て
い
の
場
合
、
行
為
者
は
未
遂
に
際
し
て
刑
法
上
の
効
果
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
ほ

し
い
と
き
で
す
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
う
い
っ
た
考
慮
に
よ
っ
て
中
止
の
決
意
を
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
）。B

G
H
S
t
14,
75,
80.

26
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

39
R
n
18.;

W
.
G
ro
p
p
,
S
tra
frech

t
A
T
.
3.
A
u
fl.,
2005,

9
R
n
82.

27
）

J.
B
a
u
m
a
n
n
,
U
.
W
eb
er
u
.
W
.
M
itsch

,
S
tra
frech

t
A
T
,
11.
A
u
fl.,
2003,

27
R
n
7.

28
）

G
.
G
reev
e,
Z
ielerreich

u
n
g
im
E
v
en
tu
a
lv
o
rsa
tz
u
n
d
in
a
n
d
eren

V
ersu
ch
sfo
rm
en
:
u
b
er
P
o
ro
sita
t
u
n
d
B
estim

m
th
eit
d
er

R
u
ck
trittsv

o
ra
u
ssetzu

n
g
e n
(
24
A
b
s.
1
S
tG
B
),
2000,

186
f.
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29
）

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
9.

30
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
19.

31
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
20.

32
）

B
.
v
.
H
ein
tsch
el-H
en
eg
g
,
V
ersu
ch
u
n
d
R
u
ck
tritt,

Z
S
tW
109,

1997,
29,
40.;
L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
11.

33
）

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

51
I.
2;
T
h
.
V
o
g
ler
,
L
eip
zig
er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
S
tG
B
,
10.
A
u
fl.,
1985,

24
R
n
9.

34
）

わ
が
国
で
は
、
刑
事
政
策
説
と
褒
賞
説
は
組
み
合
わ
さ
れ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
同
じ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
（
西
田
典

之
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
六
年
・
二
九
五
頁
）、
今
日
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
で
は
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

R
G
S
t
6,
341;

17,
244;

39,
39;
63,
159;

72,
350;

73,
52,
60.

35
）

B
o
ck
elm
a
n
n
,
(F
n
.
24),
1421;

P
.
B
o
ck
elm
a
n
n
,
K
.
V
o
lk
,
S
tra
frech

t
A
T
,
4.
A
u
fl.,
1987

27
V
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v
g
l.
R
.
S
ch
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id
t,
G
ru
n
d
riß
d
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d
eu
tsch
en
S
tra
frech

ts
A
T
,
2.
A
u
fl.,
1930,

158.

36
）

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

51
I
3.

37
）

J.
W
essels,

W
.
B
eu
lk
e,
S
tra
frech

t
A
T
,
42.
A
u
fl.,
2012,

R
n
626.

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
に
も
報
奨
に
言
及
す
る
判
例
が
散
見
さ
れ
る
。

B
G
H
S
t
(G
S
)
39,
221,

231;
B
G
H
N
S
tZ
1993,

279;
B
G
H
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S
tZ
1986,

264,
265;

B
G
H
S
t
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90,
93.
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ト
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.
K
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F
.
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p
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S
tra
f rech

t
A
T
,
12.
A
u
fl.,
20 07,

Z
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R
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u
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n
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S
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frech
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m
a
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,
JB
l
1971,

236
ff.,
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）

H
.
K
u
d
lich
,
G
ru
n
d
fa
lle
zu
m
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
,
Ju
S
1999,

240,
241;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
13.

39
）

B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
27),

27
R
n
7;
L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
13.

40
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
23.

41
）

R
.
D
.
H
erzb
erg
,
G
ru
n
d
u
n
d
G
ren
zen
d
er
S
tra
fb
efreiu

n
g
b
eim

R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
,
in
:
L
a
ck
n
er-F
S
,
1987,

325
ff.,
343.

42
）

U
lsen
h
eim
er
,
(F
n
.
14),
76
f.

43
）

B
o
ck
elm
a
n
n
,
(F
n
.
24),
1420.

44
）

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

51
I
3.

45
）

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
37),
R
n
626.

46
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
23.
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47
）

C
h
.
Ja
g
er
,
D
er
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
a
ls
zu
rech

en
b
a
re
G
efa
h
rd
u
n
g
su
m
k
eh
r,
1996,

63
f,
93
ff,
126,

129
f.;
d
ers.,

A
n
m
erk
u
n
g

zu
m
B
G
H
,
U
rt.
v
.
18.8.1998,

N
S
tZ
1999,

608
f.;
d
ers.
D
a
s
F
reiw

illig
k
eitsm

erk
m
a
l
b
eim

R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
,
Z
S
tW
112
(2000),

783
ff,
800
ff.

48
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
32.

49
）

Ja
g
er
,
(F
n
.
47),
126.

V
g
l.
R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
24.

50
）

B
G
H
S
t
9,48,52;14,75,80.

な
お
、
学
説
に
は
、
一
方
で
、
中
止
犯
を
一
面
的
に「
規
範
遵
守
用
意
」と
い
う
意
味
で
の
確
証
モ
デ
ル（B

ew
a
h
ru
n
g
s-

m
o
d
ell

）
で
特
別
予
防
指
向
的
に
基
礎
付
け
る
試
み
（M

.
W
a
lter
,
D
er
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
a
ls
A
u
sd
ru
ck
d
es
B
ew
a
h
ru
n
g
sg
ed
a
n
k
en
s

im
zu
rech

n
en
d
en
S
tra
frech

t,
1980

）、
他
方
で
、
一
面
的
に
一
般
予
防
で
基
礎
付
け
る
試
み
が
あ
る
（E

.
S
ch
im
id
h
a
u
ser
,
S
tra
frech

t
A
T
,

S
tu
d
ien
b
u
ch
,
2.
A
u
fl.,
1984,

11.
K
a
p
R
n
68

）。

51
）

F
.
N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
D
a
s
o
sterreich

isch
e
S
tra
frech

t
in
sein
en
G
ru
n
d
zu
g
en
,
1955,

93;
M
.
B
u
rg
sta
ller
,
V
ersu
ch
u
n
d
R
u
ck
tritt

v
o
m

V
ersu
ch
,
S
tP
d
G
3
(1975),

7
ff.,
30;
T
riffterer

,
(F
n
.
23),

16
R
n
49.

52
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
5;
Jesch

eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

51
I
4.

53
）

D
.
L
a
n
g
-H
in
rich
sen
,
B
em
erk
u
n
g
en
zu
m
B
eg
riff
d
er
,,T
a
t“
im
S
tra
frech

t
u
n
ter
b
eso
n
d
erer

B
eru
ck
sich
tig
u
n
g
d
er
S
tra
fzu
m
es-

su
n
g
,
d
es
R
u
ck
tritts

u
n
d
d
er
ta
tig
en
R
eu
e
b
eim

V
er su
ch
u
n
d
d
er
T
eiln
a
h
m
e ,
in
:
E
n
g
isch
-F
S
,
196 9,

353
ff,
3 70.

54
）

R
.
D
.
H
erzb
erg
,
Z
u
m
G
ru
n
d
g
ed
a
n
k
en
d
es

24
S
tG
B
,
N
S
tZ
1989,

49
ff,
56.

55
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
6
f.
v
g
l.
K
.
A
m
b
o
s,
G
esa
m
tes
S
tra
frech

t.
H
a
n
d
k
o
m
m
en
ta
r,
2.
A
u
fl.,

24
R
n
1.

修
正
刑
罰
目
的
説
は
既
に
ブ
ロ
イ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。中
止
未
遂
は
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
も
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
も
処
罰
の
必
要
が
な
い
。

行
為
者
は
、
一
方
で
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
合
法
性
に
復
帰
し
て
い
る
し
、
他
方
で
、
法
共
同
体
が
未
遂
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
印
象
と
法
秩
序

と
法
の
有
効
性
へ
の
法
共
同
体
の
信
頼
が
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、

復
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
行
為
者
の
処
罰
は
放
棄
さ
れ
う
る
。
法
的
に
重
要

な
危
険
は
も
は
や
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
処
罰
を
支
え
る
一
般
予
防
の
根
拠
も
欠
如
す
る

R
.
B
lo
y
,
D
ie
d
o
g
m
a
tisch

e
B
ed
eu
tu
n
g
d
er

S
tra
fa
u
ssch
ließ
u
n
g
s-
u
n
d
S
tra
fa
u
fh
eb
u
n
g
sg
ru
n
d
e,
1976,

158
ff.

56
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
6.

57
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
7.

な
お
、
中
止
犯
を
積
極
的
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
だ
け
で
基
礎
付
け
る
の
が
、M

.
B
erg
m
a
n
n
,
E
in
zek
a
k
ts-
o
d
er

G
esa
m
tb
etra
ch
tu
n
g
b
eim

R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
,
Z
S
tW
100
(1988),

329
ff.,
334
ff.
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58
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
29.

59
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
9.

60
）

H
erzb
erg
,
(F
n
.
54),
49
ff.;
d
ers.,

(F
n
.
41),
349
f.

61
）

H
erzb
erg
,
(F
n
.
41),
349.

62
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
26.;

H
.
J.
R
u
d
o
lp
h
i,
R
u
ck
tritt

v
o
m
b
een
d
eteten

V
ersu
ch
d
u
rch

erfo
lg
reich

es,
w
en
n
g
leich

n
ich
t

o
p
tim
a
les
R
ettu
n
g
sb
em
u
h
en
,
N
S
tZ
1989,

508
ff,
511;

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
23),

3a
;
A
.
E
ser
,
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er
S
tra
fg
esetzb

u
ch

K
o
m
m
en
ta
r,
27.
A
u
fl.,
2006,

24
R
n
2c;
L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
40;
W
.
B
a
u
er
,
D
er
stra
fb
ef reien

d
e
R
u
ck
tritt

v
o
m

u
n
b
een
d
eten

V
ersu
ch
-
ein
P
ro
b
lem

d
er
su
b
jek
tiv
en
,,G
esch

a
ftsg
ru
n
d
la
g
e“
(T
a
tg
ru
n
d
la
g
e),
w
istra

1992,
201
ff. ,
203.

63
）

H
erzb
erg
,
(F
n
.
54),
351.

64
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
27;
B
erg
m
a
n
n
,
(F
n
.
57),
337.

65
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30
R
n
28.

66
）

H
.
K
o
lster

,
D
ie
Q
u
a
lita
t
d
er
R
u
ck
trittsb

em
u
h
u
n
g
en
d
es
T
a
ters

b
eim

b
een
d
eten

V
ersu
ch
,
1993,

41
ff.

67
）

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24
R
n
30;
B
lo
y
,
(F
n
.
55),
170.

68
）

参
照
、
牧
野
英
一
『
刑
法
総
論
下
巻
』﹇
第
一
五
版
﹈
一
九
五
九
年
・
六
二
六
頁
以
下
。

69
）

倉
富
勇
三
郎
他
監
修
、
松
尾
浩
也
増
補
改
題
『
増
補
刑
法
沿
革
綜
覧
』
一
九
九
〇
年
・
二
一
四
七
頁
。

70
）

中
野
次
雄
『
刑
法
総
論
概
要
』﹇
第
三
版
補
訂
版
﹈
一
九
九
七
年
・
一
三
二
頁
。

71
）

木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』﹇
増
補
版
﹈
一
九
七
八
年
・
三
六
九
頁
。
そ
の
他
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
』﹇
第
四
版
﹈
二
〇
〇
九
年
・
四
五
頁
。
参
照
、

和
歌
山
地
判
昭
和
三
八
・
七
・
二
二
下
刑
集
五＝

八
・
七
五
六
「
中
止
犯
奨
励
の
法
の
精
神
を
汲
み
刑
を
免
除
す
る
を
相
当
と
認
め
」
る
。

72
）

福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
』﹇
第
五
版
﹈
二
〇
一
一
年
・
二
三
四
頁
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
六
年
・
四
七
二
頁
。

73
）

福
田

注
72
）二
三
五
頁
。
そ
の
他
、
阿
部
純
二
『
刑
法
総
論
』
一
九
九
七
年
・
二
〇
九
頁
「
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
結
果
の
不
発
生
を
確
保
し
た
こ
と
は
、

い
っ
た
ん
着
手
さ
れ
た
行
為
の
違
法
性
を
、
消
滅
は
さ
せ
な
い
が
減
少
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
違
法
性
の
減
少
は
刑
の
減
軽
を
も
た
ら
す
だ
け
な

の
で
、
刑
の
免
除
は
政
策
的
理
由
（
刑
事
政
策
説
お
よ
び
褒
賞
説
）
か
ら
説
明
す
る
ほ
か
な
い
」、
平
場
安
治
『
刑
法
総
論
講
義
』
一
九
五
二
年
・
一
〇
四
頁

「
主
観
的
違
法
要
素
の
消
滅
に
よ
る
計
画
の
危
険
性
の
喪
失
お
よ
び
す
で
に
発
生
し
た
危
険
状
態
の
消
滅
に
よ
る
現
実
の
危
険
性
の
喪
失
」。

74
）

西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
上
巻
』﹇
改
訂
版
﹈
一
九
九
七
年
・
三
三
二
頁
以
下
。
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75
）

大
谷
実
『
刑
法
講
義
総
論
』﹇
第
四
版
﹈
一
九
九
六
年
・
三
九
四
頁
。
な
お
、
野
村
稔
『
未
遂
犯
の
研
究
』
一
九
八
四
年
・
四
五
三
頁
は
、
中
止
未
遂
を
違

法
減
少
と
捉
え
る
が
、
そ
の
論
理
は
、「
中
止
未
遂
は
犯
罪
中
止
義
務
、
結
果
発
生
義
務
を
尽
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
違
反
性
が
欠
け
る
」の
に
対
し
、
障
害

未
遂
で
は
、「
そ
の
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
危
険
犯
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
こ
れ
ら
の
義
務
違
反
性
が
加
わ
」り
、
両
者
は
違
法
性
の
構
造
に
違
い
が
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

76
）

平
野

一
『
刑
法
総
論

』
一
九
七
五
年
・
三
三
五
頁
以
下
、
同
「
中
止
犯
」（
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
事
法
講
座
２
』
所
収
）
一
九
五
二
年
・
四
〇
二
頁

以
下
、
四
〇
五
頁
。

77
）

内
田
文
昭
『
刑
法
概
要
中
巻
〔
犯
罪
論
（
２
）〕』
一
九
九
九
年
・
三
九
一
頁
。
そ
の
他
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
四
年
・
二
四
二
頁
。

78
）

宮
本
英
脩
『
刑
法
大
綱
』
一
九
三
五
年
・
一
八
四
頁
。

79
）

佐
伯
千

『
刑
法
講
義
総
論
』﹇
三
訂
版
﹈
一
九
七
七
年
・
三
二
二
頁
以
下
。

80
）

團
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』﹇
第
三
版
﹈
一
九
九
〇
年
・
三
六
二
頁
。

81
）

香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
総
論
』﹇
第
三
版
﹈
一
九
九
五
年
・
三
〇
六
頁
以
下
、
同
（
注
７
）
九
七
頁
以
下
。
そ
の
他
、
木
村
静
子

注
12
）二
五
頁
。

82
）

根
威
彦
『
刑
法
総
論
』﹇
第
四
版
﹈
二
〇
一
一
年
・
二
二
七
頁
。
同
旨
、
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論

総
論
』﹇
第
八
版
﹈
一
九
七
四
年
・
三
二
四
頁

「
こ
れ
ら
の
各
説
〔
違
法
性
減
少
説
、
責
任
減
少
説
、
政
策
説
｜

筆
者
〕
の
挙
げ
る
根
拠
は
必
ず
し
も
相
互
排
斥
的
な
も
の
で
は
な
い
…
…
そ
こ
に
政
策
が

考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
…
…
し
か
し
、
中
止
犯
立
法
の
重
点
は
責
任
の
減
少
を
認
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
発
的

な
中
止
行
為
の
存
在
は
、
違
法
性
の
点
で
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
少
な
く
と
も
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
を
減
少
せ
し
め
る
も
の
と
言
え
る
…
…
障
害

に
よ
り
や
む
を
え
ず
未
遂
と
な
っ
た
場
合
に
比
し
、
自
己
の
意
志
に
よ
り
み
ず
か
ら
既
遂
と
な
る
こ
と
を
阻
止
し
た
場
合
の
方
が
軽
い
倫
理
的
非
難
に
し
か

値
し
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
客
観
的
に
発
生
し
た
違
法
事
実
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
が
、
行
為
者
の
責
任
と
い
う
主
体
的
事
情
に
お

い
て
異
な
る
」。
そ
の
他
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』﹇
第
五
版
﹈
二
〇
一
一
年
・
一
六
八
頁
「
自
ら
の
意
思
に
よ
り
思
い
と
ど
ま
っ
た
行
為
者
に
つ
い

て
は
、
国
民
の
規
範
意
識
か
ら
み
て
非
難
は
弱
ま
る
」、
内
田
文
昭
『
刑
法

総
論
』﹇
改
訂
版
﹈
一
九
八
六
年
・
二
七
一
頁
（
旧
説
）「
中
止
未
遂
は
、
自

発
的
『
意
思
』
に
よ
る
犯
罪
完
成
阻
止
と
い
う
面
で
、
責
任
減
少
を
招
来
す
る
」、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
一
九
八
二
年
・
四
三
二
頁
注
４
。

83
）

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
七
五
四
頁
、
同

注
７
）四
七
頁
以
下
。
同
旨
、
中
山
研
一
『
概
説
刑
法

』
二
〇
一
一
年
・
二
〇
二

頁
。

84
）

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
五
年
・
三
九
一
頁
。

85
）

西
田

注
34
）二
九
四
頁
以
下
。
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86
）

川
端
博

注
71
）四
七
六
頁
。

87
）

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
二
〇
〇
八
年
・
四
二
四
頁
。

88
）

山
口
厚
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
七
年
・
二
七
九
頁
以
下
。

89
）

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
総
論
』﹇
第
四
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
二
五
八
頁
以
下
。
そ
の
他
、
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
一
九
七
五
年
・
二
六
二
頁
「
中
止
行

為
に
よ
っ
て
実
害
が
防
止
さ
れ
、
且
つ
、
行
為
後
の
態
度
の
変
化
に
よ
り
行
為
に
対
す
る
社
会
的
評
価
が
寛
容
化
す
る
と
い
う
点
で
、
ま
ず
違
法
性
が
微
弱

化
し
、
そ
れ
に
と
も
な
い
責
任
も
微
弱
化
す
る
、
と
い
う
併
合
説
が
妥
当
…
…
し
か
し
、
中
止
未
遂
の
処
遇
に
は
、
法
律
説
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
政
策

的
考
慮
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
も
否
定
で
き
な
い
」、
林
幹
人
『
刑
法
総
則
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
三
六
五
頁
。

な
お
、
板
倉
宏
「
中
止
犯
」（『
刑
法
基
本
講
座
４
』
所
収
）
一
九
九
二
年
・
三
四
頁
以
下
、
四
二
頁
以
下
は
、
中
止
犯
の
背
景
に
は
犯
罪
の
完
成
を
未
然

に
防
止
し
よ
う
と
す
る
刑
事
政
策
的
配
慮
が
あ
り
、
そ
の
理
論
的
根
拠
を
違
法
性
の
現
象
と
責
任
の
減
少
に
求
め
、
自
説
を
総
合
説
と
称
し
て
い
る
が
、
違

法
性
・
責
任
減
少
説
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
説
に
よ
る
と
、「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
が
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
そ
の
防
止
す
る
た

め
に
中
止
行
為
を
し
た
と
い
う
行
動
過
程
全
体
が
統
一
的
に
動
的
な
違
法
評
価
の
対
象
と
な
る
」
の
で
、
こ
の
主
観
的
要
素
が
違
法
性
の
評
価
に
影
響
を
与

え
う
る
の
で
あ
り
、
次
い
で
、
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
行
為
が
あ
る
と
行
為
者
に
対
す
る
非
難
を
減
少
さ
せ
う
る
が
、
違
法
性
と
責
任
は
違
う
の
で
、
違

法
性
の
減
少
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
責
任
の
減
少
は
認
め
ら
れ
る
（
例
え
ば
、
悔
悟
に
基
づ
い
て
真
剣
な
中
止
行
為
を
し
た
が
、
中
止
行
為
と
結
果
不
発
生

と
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
）
と
か
、
違
法
性
の
減
少
と
い
う
見
地
か
ら
は
刑
の
減
軽
し
か
認
め
ら
れ
な
い
が
、
責
任
の
減
少
と
い
う
見
地

か
ら
は
刑
の
免
除
も
認
め
ら
る
と
か
、
違
法
性
は
減
少
す
る
が
、
責
任
は
減
少
し
な
い
と
か
、
違
法
性
が
減
少
す
る
ほ
ど
責
任
は
減
少
し
な
い
（
例
え
ば
、

広
義
の
悔
悟
に
基
づ
か
な
い
功
利
的
な
打
算
に
基
づ
い
た
中
止
行
為
）
と
か
、
さ
ら
に
は
、
違
法
性
の
減
少
や
責
任
の
減
少
と
い
う
見
地
か
ら
だ
け
で
は
刑

の
減
軽
に
と
ど
ま
る
が
、
両
者
を
総
合
す
る
と
、
刑
の
免
除
も
認
め
ら
れ
る
。

90
）

参
照
、
香
川

注
81
）三
〇
八
頁
注
９
。

91
）

高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
』
二
〇
一
〇
年
・
三
八
二
頁
。

92
）

伊
東
研
祐「
積
極
的
と
特
別
予
防
と
責
任
非
難
｜

中
止
犯
の
法
的
性
格
を
巡
る
議
論
を
出
発
点
に
｜

」（『
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望

香
川
達
夫
博
士

古
稀
祝
賀
』
所
収
）
一
九
九
六
年
・
二
六
五
頁
以
下
、
二
七
三
頁
以
下
。

93
）

R
.
M
a
u
ra
ch
,
K
.
H
.
G
o
ssel,

H
.
Z
ip
f
,
S
tra
frech

t
A
T
,
T
eilb
a
n
d
2,
7.
A
u
fl.,
1989,

41
I
R
n
9.

94
）

参
照
、
中
野

注
70
）一
三
五
頁
注
11
、
伊
東

注
92
）二
七
〇
頁
。

95
）

V
g
l.
E
.
S
tein
in
g
er
,
S
tra
frech

t
A
T
,
B
d
.
2,
2012,

20.
K
a
p
R
n
85;
D
.
R
o
ssn
er
,
W
ied
erg
u
tm
a
ch
u
n
g
im
S
tra
frech

t
-
S
tra
fth
eo
retis-
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ch
e
G
ru
n
d
la
g
en
d
es
A
E
-W
G
M
,
in
:
E
.
M
a
rk
s,
K
.
M
eyer,

J.
S
ch
reck
lin
g
u
.
M
.
W
a
n
d
rey

(H
rsg
.),
W
ied
erg
u
tm
a
ch
u
n
g
u
n
d

S
tra
frech

tsp
ra
x
is,1993,341

ff.,345
f.;
L
ilie /
A
lb
rech
t,(F

n
.12),

24
R
n
21;
K
u
h
l,(F

n
.2),

16
R
n
5
ff.;
V
.
K
rey,
R
.
E
sser
,D
eu
tsch
es

S
tra
frech

t
A
T
,
5.
A
u
fl.,
2012,

44
R
n
1262.

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
23),

24
R
n
4;
G
.
S
tra
ten
w
erth
,
L
.
K
u
h
len
,S
tra
frech

t
A
T
,5.A

u
fl.,2004,

11
R
n
70;
B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
27),

27
R
n
8;
G
reev
e,
(F
n
.
28),
196
ff.;
B
u
rg
sta
ller
,
(F
n
.
51),
31;
T
riffterer

,
(F
n
.
23),

16
R
n
50.

96
）

H
.-
W
.
M
a
yer
,
P
riv
ileg
ieru
n
g
sw
u
rd
ig
k
eit
p
a
ssiv
en
R
u
ck
trittsv

erh
a
lten
s
b
ei
m
o
d
a
ler
T
a
tfo
rtsetzu

n
g
sm
o
g
lich
k
eit,
1986,

79
ff.;

d
ers.,

N
o
ch
m
a
ls:
G
esa
m
tb
etra
ch
tu
n
g
u
n
d
E
in
zela
k
tth
eo
rie
b
eim

R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu
ch
,
N
JW
1988,

2589
ff.

（
中
止
者
が
任
意
の

行
為
に
よ
っ
て
法
的
平
和
へ
の
攻
撃
か
ら
撤
退
す
る
と
き
、
特
別
予
防
、
一
般
予
防
の
理
由
か
ら
、
一
旦
発
生
し
た
国
の
刑
罰
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
。
中

止
に
は
「
利
益
調
整
の
平
和
招
来
機
能
」
が
ふ
さ
わ
し
い
。
行
為
者
｜

被
害
者
｜

関
係
の
利
益
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
被
害
者
の
利
益
が
行
為
者
の
中

止
行
為
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
、
法
的
平
和
が

復
さ
れ
る
と
き
、
中
止
犯
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
）。
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